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中核畜産経営の育成に思う

肉用雌 牛群 の能力向上を目的とした現地 採 卵 移植の推進

地域営 農指尊と結合した畜産環境対策

PCR法を用 いたウシ胚の性判定

外 因 l生性腺剌 激ホルモ ンを用いた牛の誘起多胎技術

埼 玉 県畜産試験場

カナダ農務 省AnimalResearch Centreにて

「備えあれば，憂い無し」というが一 畜産技術者と家畜共済事業

今岐阜はおもしろい
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農林 水産 分 野 等 に お け る 組 換 え 体 の 利用のための指針
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I主な測定対象 I
●配合飼料のプロテン管理、各種複合

食品の配合率管理

●プレミックス製品、乳製品、乾牧草、

サイレージ等の各種成分の定量

●各種穀物の成分定量、育種研究

●薬品の配合管理、純度試験

●牛乳の成分測定

●生肉の成分測定

1 測定項目例 I

水分、タンパク質、脂肪、繊維、NFE、

TON(推定値）、 ADF、ADF中の窒

素、 NDF、その他

近赤外計器のパイオニア

NIRSystems 
USA 
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研究所だより＠ （本文18頁~19頁）

21世紀に対応した都市近郊畜産

埼玉県畜産試験場

・"・

本館研究棟（手前鐘の上に風見牛と豚がいる）

乳牛から生産した和子牛

手造りカーフハッチ内で人工哺育

場所丁次長

専門調査員

ヽ

組 織

庶務部--o庶務・会計•財産管理

酪農部［二こ：::: る試験研究

粗飼料の給与診断と指導

養豚部-e:ニニ:：：
＇豚精液の譲渡（国内，外国産）

畜 産心 家畜飼養に伴う環境保全に関する試験研究

環境部 家畜ふん尿処理利用に関する試験研究

牧草・飼料作物の生産。貯蔵・加工に関する

飼料部□二 ： 栽 培 技 術 体 系 試 験

自給飼料の分析と指導

活性汚泥処理水で水耕裁培したホワイトスワン

開花の旺成時期は 3~ 5月以後10月まで開花する

稲ワラ培地から発生し たヒラタケ



地域の動き＠

今、

岐阜における
農産物輸送アクセス

岐阜はおもしろい

風光明眉な牧場における

放牧風景

県内には27ヵ所の公共牧場
牧場面積計 3.000km以上

一纏

（本文32頁~34J

優秀な飛騨牛生産に功積をのこす県有種雄牛「安福」号

「おいしい鶏肉づくり」のための岐阜県の誇る肉用鶏



中核畜産経営の育成に思う

大森昭一朗 (ShoichiroOomori) 農林漁業金融公庫

日本は世界の大国であると盛んに報道され

ているが，農業関係者の間でそれを実感でき

る人はそう多くないのではなかろうか。

価値観が変化し，また，多様化してきたた

めか若い人の農学ばなれが進み， また，大学

の農学部の名称も生物生産学部などへの衣替

えが着々と進んでいるようである。科学技術

も生産性向上よりも人間の社会• 生活の豊か

さとゆとりの面からの評価が重要視されるよ

うであり，さらに，地球環境， 自然生態系の

保全が最も重要な検討課題になりつつある。

この中にあって，農業を知的集約型産業に

位置付けている見解に応ずるかのように，畜

産物市場の国際化の急速な展開に対して，畜

産物価格の内外格差の縮小，高品質化，高付

加価値化に真摯に取り組んでいる自立型畜産

経営の存在することはまことに心強い。

これら中核畜産農家群はいわゆる適正規模

といわれた飼育頭数からしだいに経営規模の

拡大，生産の合理化を計り，また，次々に現

れる新技術を導入することに努力し，経営の

大型化はさらに法人化，企業的経営体への展

開に進んでいる。規模拡大の意欲は施設型畜

産といわれる養豚，養鶏，肥育牛経営に多い

が，酪農経営でも法人化は少ないものの，よ

り大型の多頭飼育へ移行しようとするケース

がかなり見聞されるようになった。

これらの中核畜産経営は経営的にも，技術

的にもかなり優れた水準をもち，今後の日本

畜産の担い手として大きな期待が寄せられる

階層であり，さらに一層の支援を送りたいも

のである。

もちろん，施策的には万全であるとしても，

早急に取り組まなければならない技術的側面

からの支援には，次の点をあげたい。

まず，規模拡大にあたり必要な多頭羽飼育

に関する国産技術の強化があげられよう。

多頭羽飼育技術のかなりの部分を海外に依

存している状態は寂しいが，グローバリゼー

ションの進行する現状から，これを単純に否

定するものではない。むしろ国産技術は当然

として同時に，多くの導入技術についても日

本的技術に適合させる努力を公的機関も参加

して進めることが大切ではなかろうか。これ

にはかなりのリスク・費用の分担を必要とす

るが，技術確定に得られる効果は大きいと思

われる。

第 2は規模拡大にともなうふん尿排出量の

増加とその対策である。この点については多

くの人によって指摘されているところである

が，規模拡大に当たっては，その対策樹立は

避けて通れない問題であろう。

土壌還元を前提にする場合に，規模拡大で

は堆肥などの製品の流通が広域に及ぶなどの

制約を生じるし，また，場合により立地に条

件がつけられよう。いずれにしてもふん尿処

理利用は日本畜産の根幹を揺さぶる問題であ

り，産学共同して微生物利用，装置機材の材

質，ふん尿処理技術者の養成などを含めた省

コスト処理方式の確立と，さらに生態系調和

型農業との緊密な連携によってこの難問に突

破口を開いて貰いたいものである。

第 3には頼れる試験場として，生産者の声

を積極的に取り上げ，解決にむかう姿勢の強

化が重要であろう。この点は従来に比べて格

段に改善されているものの，さらに積極的に

技術・情報の収集・提供の場としての機能拡

大に一層の工夫をしていただければと考える。

畜産技術 1992年2月号 。
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肉用雌牛群の能力向上を目的とした
現地採卵移植の推進

平野充生 (MitsuoHirano)山本 洋(HiroshiYamamoto)岡崎義彦 (YoshihikoOkazaki) 岡山県真庭家畜保健船生面

はじめに

牛肉が輸入自由化となり，生産者には安く

て，おいしく， しかも安全な牛肉生産が求め

られている。とくに黒毛和種を中心とした国

内産の肉専用種に関心が集まり，高品質な肉

質と低コスト生産の追求はますます重要とな

っている。

管内では県における牛の受精卵移植（以下

ETと略す）事業の普及推進に当たって，技術

的，経済的な問題について積極的な指導を行

なった。受胎率の向上と共に着実に地域への

浸透が図られている。

特に肉用牛について肉用雌牛群の能力向上

を目的として，平成元年度より管内 3地域で

組織的なET事業が開始され，農家供卵牛を

借り上げて現地採卵移植が取り組まれている

ので概要を報告する。

1 管内の肉用牛現地採卵実施地域

湯原町 ・美甘村 ・新庄村の 3町村では，平

成元年度に真庭中部ET推進協議会を結成し，

県の助成を受けET処理施設を整備して事業

を行なっている。

川上村でも ，平成元年から蒜山川上農協が

中心となってET事業に取り組んでいる。

また，勝山町では平成 2年から役場が中心

となってET事業を始めている。

2 供卵牛の選定

供卵牛は，肉用牛繁殖農家で飼育されてい

る肉質優良牛を 中心に借り上げて採卵に供 し

R 畜産技術 1992年 2月号
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選定に当たっては，肉用牛生産経営技術t

善事業およぴ管内肥育牧場における枝肉成｝

を参考に，産子の肥育成績がBMS7以上， 「

規格＇＇上”以上を目安として系統を吟味し く

採卵に供した。

3 採卵成績

平成 2年12月末までの採卵頭数は，真庭¢

部ET推進協議会21頭，蒜山川上農協 8頭，9
山町 2頭となっており各々の採卵成績は表l

に示した。

採卵頭数31頭，回収卵数366卵，正常卵数l&

卵で， 1頭当たりの正常卵数は6.0卵であ

tヽ~o 

4 産次別採卵成績

産次別採卵成績は表 2のとおりで，初産牛

から10産牛まで31頭についての平均産次は，

4.9産であった。

2産から 8産では回収卵数 ・正常卵数とi
良好な成績で，肉質データが判明後 8産程肛

までは産次が進んでも採卵成績は低下しなし

傾向にあった。

5 供卵牛の採卵前後の繁殖状況

●表 l 採卵成績 (H I . 4 . I ~H 2 . 12.3 

実施主体採卵頭数回収卵数正常卵数 正葬が

頭 卵 卵
； 

真庭中部 21 237 124 5,9 

蒜山川上N 8 86 42 5.3 

勝山町 2 43 20 I 0.0 

計又平均 31 366 186 6.0 
~ 



採卵に供した26頭について採卵前後の繁殖

状況を調査したところ，分娩から採卵までの

日数は平均106.7日であった。

採卵後はいずれもプロスタグランディンF

2 a25mg筋肉内投与およびポピドンヨード

液50ml子宮内注入を行なっており，原則とし

て採卵後10日程度で回帰した発情を基準に次

回の性周期で人工授精を行なうよう指導した。

採卵直後のものを除いた24頭について，採

卵から初回授精まで平均36.2日， さらに受胎

を確認した18頭について採卵から受胎まで平

均43.9日であった。

このように，農家で飼育されているものを

繁殖サイクルの中で 1回現地採卵に供しても

分娩後150日程度で受胎しており，通常言われ

ている 1年 1産と比べても70日程度の遅れで

あった。

授精回数については， 1回で受胎したもの

が72,2%であり，全頭3回以内で受胎してお

り，平均授精回数は1.4回で採卵後比較的順調

に受胎した。

6 移植成績

平成 2年12月末までの移植頭数は，真庭支

部ET推進協議会57頭，蒜山川上農協24頭，勝

山町12頭となっており各々の移植成績は表 3

に示した。移植頭数93頭，受胎頭数47頭，妊

否不明 8頭で受胎率は55.3%であった。

7 状態別移植成績

新鮮卵移植では，移植46頭，受胎26頭，妊

否不明 3頭で受胎率は58.1%であった。また

凍結卵移植では，移植47頭，受胎22頭，妊否

不明 5頭で受胎率は52.4%であり，いずれも

当面の目標である50%を上回る成績であった。

卵数別にみると 1卵移植では，移植50頭，

受胎21頭，妊否不明 5頭で受胎率は46.7%で

あった。 2卵移植では，移植43頭，受胎26頭，

妊否不明 3頭で受胎率は65.0%であり， 2卵

移植の方が受胎率が高い傾向にあった。

8 分娩状況

平成 3年 1月17日現在移植した19頭から雌

●表2 産次別採卵成績

産次頭数 回収卵数 正常卵数

産 頭 卵 卵

I 3 3.0士 2.0 I. 7土2.I 

2 2 II. 5 5.5 

3 5 16.2土13.8 5.4土6.4

4 5 11.6土 8.6 6.2士4.0

5 5 11.6士 5.9 6.8土2.2

6 3 12.0土 4.5 6.7土3.8

7 2 12.0 7.0 

8 3 14.3土 4.9 11.3士4.9， 2 10.0 4.5 

10 I 14.0 1.0 

4.9 31 11.8土 7.9 6.0土4.4

●表 3 移植成績 (H I . 4 . I ~H 2 . 12. 31) 

実施主体移植頭数受胎頭数妊否不明 受胎率

頭 頭 頭 ％ 

真庭中部 57 31 3 57.4 

蒜山川上N 24 11 I 47.8 

勝山町 12 5 4 62.5 

計又平均 93 47 8 55.3 

6頭，雄11頭の子牛が生産され，今後次々に

誕生する予定である。

このうち 9頭に 2卵移植を行なっており双

子は 3組となったが，そのうち 1組は早産で

あった。

また 1卵移植のもので 6カ月目の流産が 1

例と分娩に注意していれば助かったと思われ

る分娩事故が単子で 2例あった。

9 管内の双子生産状況

管内のETによる双子生産状況を県の事業

も含め表 4に示した。

ジャージーFlの未経産牛に片角 2卵移植

を行なった 2例では，在胎日数は285日および

288日であったが，子牛の生時体重はいずれも

20kg前後であり標準的なものと比べ10kg程度

軽いものであった。

しかしながら表 4の最初の事例では，子牛

2頭に対して母牛の泌乳量が少ないと判断し

て 1頭を分けて人工哺育し，飼養管理に注意

して育成した結果， 280日齢で体重281kgと

265kgまで発育させ県の子牛市場において計

1,003千円で販売された。

これに対し 2番目の事例は，母牛の泌乳量

が十分と思われ 2頭とも母牛に付けあまり手

畜産技術 1992年 2月号 。



●表4 双子生産状況（管内）

受卵牛 樹鱈位性生時体璽出荷日齢出荷体重 DG 価格

kg 日 kg 千円

20. 5 280 281 0. 93 509 

18. 0 265 0. 88 494 

22. 5 290 228 0. 71 305 

19. 4 220 0. 69 306 

27.6 肉用牛繁殖農家で育成中

27. I 

22.0 

27.5 

35.0 

29.5 

JFI末経片角

JFI未経片角

H経産片角

HFI未経両角

H未経両角

子

子

名

早

早

早

辛

子

子

ダ

肥育農家で育成中

肉用牛繁殖農家で育成中

が生産された場合，現行では採卵移植経費

子牛 1頭当たり llO千円で，借腹料100千阿

加えるとヌレ子のコストは210千円となる。

他の地域でもET産子のコストは同程度：

かるためET事業の普及途上にあ っては，間

農協が助成し農家負担を軽減している状況

ある。いずれにしても現行では割高感は拭；

ず，今後正常卵数・受胎率の向上を回 ってi
コストな子牛が得られるよう努力が必要でi

る。

をかけないで育成したもので， 290日齢で体重

228kgと220kg, 雌ということも考慮される

が，増体も低く計611千円で販売された。

このように生時体重が小さい子牛でも，そ

の後の飼養管理により十分な収益が得られる

ことが示された。

一方ホルスタイン経産牛のように受卵牛の

体格が大きい場合や未経産牛でも両角に分け

て 2卵移植をしたケースでは，標準に近い生

時体重の子牛が得られた。

産子のコスト試算

蒜山川上農協では， ET施設もなく ET技術

者もいないため他の団体に依頼してET事業

を行なっており，卵の所有権を農協に置き生

産子牛を肉用牛農家に貸付け或いは払下げる

体制を取っている。

供卵牛借上料は当該年度の和子牛市場平均

価格をもとに算出し，採卵移植の経費は技術

料も含め表 5のとおり依頼団体の定めた料金

となっており，借腹料については分娩時の乳

雄スモール価格+30千円に設定している。

採卵 1頭，移植 5頭を実施して2.5頭の子牛

10 

●表5 産子のコスト試算

項目 蒜山川上 N 設 定 条件

供卵牛借上料 ※ I 13 採卵 l頭， 移植 5頭

採卵経費 63 受 胎 2.5頭

移植料 10 経 費計 276

成功料 20 I頭当 り II 0 

借腹料 ※※ 100 

ヌレ子コ スト 210 

まとめ

現地採卵移植の実施に当たっては， i
卵において正常卵数6.0卵，移植も受腔

55.3%と順調に行なわれており，供卵牛rJ)f,

卵後の受胎状況も良好であった。

肉質優良牛による現地採卵と地域ぐが

の雌子牛保留の推進により，肉用雌牛群rJJ1

力向上を計り，産地間競争，牛肉輸入自闘I

に対応できる体制を整えたい。

2卵移植は受胎率が高く，双子生産はt
殖目的として有効な手段と思われるが，事[

率やフリーマーチンの問題も指摘されてお

今後受卵牛の体格・哺育能カ ・経済性も含i

て双子生産についてさらに検討が必要であi

分娩に伴う事故がみられ，分娩予知ば

する研究や人工哺育，育成時の飼育管理に

問題があると思われ，今後これら技術の松

が必要である。

5 現地採卵実施地域では依然としてコス＇

が闇く，役場等の助成を受けて農家負担をi

減している状況にあり，今後採卵成績や受t

率の向上により コスト低減を図る必要があi

6 地域により受卵牛不足や優良受精卵外

給不足がみられ，今後移植地域の広域化や

精卵の流通も 想定されるため， 卵価格を中

とした料金体制の整備が必要である。

ー

2
 

3
 

4
 

（千円）

注 ：※

※※ 

和子牛市場平均価格 -;-1zx3 X 1.05 

乳雄スモール価格+30 (双子 X 1.5) 

゜
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願薯ー2

地域営農指導と結合した畜産J景境対策

米沢美樹 (Yoshiki Yonezawa)湯川忠信*(Tadanobu Yukawa) 

今峰 謙 (KenImamine) 京都府南丹家畜保健衛生所 ＊京都府丹後家畜保健衛生所

はじめに

畜産環境問題については，近年，急速な多頭

化や畜産農家周辺の宅地化が進む中で，山間

地においても周辺住民から苦情が出される状

況であり，畜産振興上の重要な課題となって

いる。京都府では畜産環境問題を未然に防止

するため，家畜保健衛生所の区域毎に広域環

境保全指導部会を組織して指導を行っている。

当所では，広域指導で打開できない個別経

営の問題について，地域の技術者とともに具

体的解決方策を検討して指導を行うため，各

市・町毎に地域畜産経営環境保全指導部会（以

下指導部会）を組織し，定期的な協議と巡回指

導を実施したところ，一定の成果が得られた。

管内の概要

管内家畜飼養状況のうち京都府全体に対す

る占有率を見ると，乳用牛49%, 肉用牛52%,

豚51%, 鶏25%となっている（表 1)。京都府

の鶏を除いた各家畜の約半数が飼養されてい

る当所管内は京都府の畜産主産地であること

が分かる。農業粗生産額では，京都府内で畜

産の占める割合が19.3%なのに対し，南丹管

内での畜産は36.5%を占めており，地域農業

の中での畜産の位置は非常に高いものとなっ

ている。（図 1)。このような状況の中で，地

域農業発展の中心的位匿を占めながら畜産を

継続発展させて行くためには，家畜有機物を

土づくり資源として活用し，地域農業と一体

的な振興を心掛けることが重要である。

●表 l 管内の家畜飼養状況

南丹地域 1戸あたり
畜種

戸数 頭羽数
南丹／府

頭 羽 数

％ 

乳用牛 141 4200 49 30 

肉 用牛 181 4400 52 24 

豚 47 20600 51 438 

鶉 524 55(万羽） 25 1050 

（図 1)農業粗生産額の割合

6~3 

調査・指導

管内における土づくり資源として貴重な家

畜糞の過不足状況を調査した。丹波町では，

必要量に対して排泄量が約 2倍という状況で

あるが，その他の地域では，不足傾向が見ら

れ，全体では，年間必要堆肥量155,140tに対

し，供給量143,200tで年間11,840tが不足して

いる（図 3)。

管内の主要な糞尿処理施設の設置場所と利

用範囲について，農協，個人，営農組合別に

畜産技術 1992年2月号 。



（図？）家畜糞の排泄量と堆肥推定必要量

年閏

〇家畜糞排、世 量

● 必要堆肥推定額

（単位： 5千 I)

豚
14,5001 

不足分
II、8091

（函 3)管内の主要施設と流通状況

● 農 協 ――ー地域内流通

◎ 個 人 -—ーー地域外流通

〇営農組織

見ると，まず，園部町，瑞穂町，和知町に 3

か所ある農協施設では，各々の町内全域を対

象に利用されており，一部では注文により他

府県に販売している。次に，大規模の個人施

設では，生産される製品すべてを地域内で利

用することが困難なところもあり，他府県へ

の販売も見られる。最後に，営農組合施設で

は，専ら地域内での流通が主体であり，農家

組合等を通じて販売されている（図 3)。

指導部会の組織については管内全域を対象

とした広域指導部会の活動に加えて，昭和61

年度から各市・町に畜産技術者はもとより，

市・町・農協・普及所等の耕種側の技術者を

交えた指導部会を組織し，農業振興計画の一

環として環境問題の改善に取り組んでいる

（図 4)。当所では，定期的な協議・巡回指導

の中で，各市町の共通課題として， I : 堆厩

肥による土づくり機運の醸成， II: 良質堆厩

肥の生産と流通のための労力確保， III: 広域

堆肥センターの建設， IV:堆厩肥の販路拡大

R 畜産技術 1992年 2月号

等の 4つの指導事項を掲げて実施に当たっt

ところ，各地で種々の成果が見られた。

管内の堆厩肥生産，流通状況を把握するI:

め，家畜糞尿処理施設の概要と運営状況を厨

査した（表 2)。 3施設 (A-C)が農協， 4

施設 (D-G) が営農組合で運営されており1

これまで指導を行った 4事項の課題が達成さ

れた状況を示している。

A施設では1,800面の施設を専従オペレー）

-2人で管理し，年間約4,lOOtを処理している

この地区では，農協堆肥センターで生産された

堆厩肥を水稲に利用することにより，有機ブラン

ド米として30kgあたり平均価格よりも約300甘

高値で評価されている。また，ハウス園芸等で

の利用拡大のため，わらと堆厩肥交互に積みI

ねる塩類除去技術についても指導している。

B施設では， 300m2の施設を農協営農部副

が交替で管理し，年間約300tの処理を行って

いる。調整材には隣接するライスセンターか

ら送られてくるもみがらのみを利用するたり

塩類障害が起こりにくく，利用の約70%をi

めるハウス園芸作物で特産品のほうれんそう

などを周年栽培している。

（図 4)畜産経営環境保全指導部会の体制

家畜保健所 (Iか所）

地方振興局 (3か所）

普及所 (3カ‘所）

（ 保 健 所 ）

農 業市・町

技術者会（江
家畜保健所

地方振興局

●表？ 施設の概要
年間 利用割合（％）

篇設管環
濱模

作蠣員 処還量
クリアーさ"'

(I如') ●'
(IOI) 

共通
水箱 畑 樹園園芸 I ll Ill I 

A 農協 180 専伐
2 人

22 ● IO 80 20 0 0 0'  

営農部
B N 30 3 30 20 10 70 0 0 0 I 

職員

C N 80 受 It
蛯合

2 830 77 11 6 8 0 0 0 Q 

営農 雫 蜀
D 

舷合
お

オペレーター
2 25 98 2 0 0 -

',,  13 
耕種

リーダー 3 10 7● 6 ぉ 0 0 -

F " 10 <り用看 3 6 99 I 

G N 11 
畜蘊

リーダー 3 JO 99 I 

注 I) 1, 堰厩肥による土づくり気遍の醸成 LL 良質堆厩肥の生産と凍通のための労力確保

Ill 原域墳肥セ ンターの■設 ＂：堆厩肥の賑格拡大

、主 2) o, 課題はほぼ遣成されて いる

〇 諜題の遍成に向け努力している



c施設は， 800m2で，年間約8,300tを処理し

ている。ここでは利用の大半が水稲であるが，

農家の労力不足を補うために，町と農協が補

助して独自に農作業受託組合を設置し，堆厩

肥の散布をはじめ農作業全般を行っている。

また，この農協では，堆厩肥の利用拡大を図

るため，特産品としてハウス栽培のみずなを

奨励している。

Dは198面の施設で農家組合で管理運営を

行い，畜産農家が搬入した厩肥を切り返し，

散布時期にはオペレーターを雇用して水田に

運搬・散布を実施して耕畜連携を図っている。

E施設は126m2で畜産農家が搬入するが，堆

肥舎の管理・運営の他，利用推進までを地域

耕種農家のリーダーが行っているため，良質

堆厩肥が生産され，施設園芸にも常時利用さ

れている。

100m切 F施設は，管理・運営が利用者各自

で行うことに加え，労力不足のため，十分な

堆厩肥の利用には至っていない。

Gは108面の施設で，搬入，管理，運営が畜

産農家のみにゆだねられており，耕種農家が

求める堆厩肥の生産には至っていない。

最後に，部会として重点的に指禅を行い，

改善が図られた個人施設のうち大規模飼育の

2か所について説明する。

乳用牛約280頭を飼養する府内でも最大規

模の酪農経営農家ではこれまで処理施設を持

たなかったため，牛糞未処理のままほ場に投

入されていた。昨年設置された乾燥ハウスに

より現在では処理されつつあり，乾燥牛糞を

利用したかぶらも作られている。

採卵鶏約 9万羽が飼養されている養鶏業者

では，当初施設規模が羽数に見合わなかった

ため，鶏糞が施設からあふれ出していたが，

再々指導した結果，堆積発酵槽の増築により

改普が図られている。

まとめ

以上，管内既存施設の概要を説明したが，

（図 5)糞尿処理・堆肥利用のフローチャート

市町単位の指導部会として指導した結果得ら

れた優良事例について見ると各種の模範とな

る事項が含まれていた。従って，当所では，

これらの内容を取りまとめてフローチャート

を作成し，これを部会の指針として活用し，

指導を進めている（図 5)。

＊まず，畜産農家では乾燥ハウス等を用いた

一次処理を行い，発酵に適した水分調整を
,-、
1Tつ。

＊水分調整された家畜糞は，地域の広域堆肥

センターに持ち込み，良質堆厩肥の生産を

行う。

古農作業受託組織は堆肥センターの運営状況

に合わせて，製品の散布計画を指示し，農

地に還元する他，農作業全般の労力不足を

解消する。

合一連の流れの中で指導部会は，畜産農家に

対しては処理技術を，受託組合・堆肥セン

ターには利用目的に合わせた処理技術と運

営指導を，耕種農家には地域営農組合と連

携を取りながらリーダーの育成を行うとと

もに，特産品の奨励，堆肥利用技術の普及

指導を行う。

おわりに

以上述べたように地域営農と一体化した糞

尿処理・利用の推進により，環境問題の解消

と畜産経営の安定を図ることを目指している。

現在も管内各地で土づくりの推進と，環境改

善を目的とした堆肥センター建設構想があり，

指尊を強めているところである。

畜産技術 1992年 2月号 、9
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1 新技術情鑽1―]

PCR法を用いたウシ胚の性判定

|
』

渡辺伸也 (ShinyaWatanabe) 農林水産省畜産試験場

1 . はじめに

家畜の雌雄産み分けは古くから研究されて

きた。近年ではパーコール密度勾配遠心法で

X, yが分離された精子の人工授精によるヒ

トおよびウシの雌雄産み分け成功の新聞記事

が記憶に新しい。この手法による雌雄産み分

けは結果の再現性に問題があると考えられて

おり叫試験対象にされることは今ではほと

んどない。現在，雌雄産み分けの新技術とし

てPCR法叫こより性判定された胚の利用が注

目されている。1991年の秋以降，わが国では

PCR法を用いたウシ胚の性判定をめぐる企

業の動きやこの手法により性判定された胚を

用いたウシの雌雄産み分け試験に関する新聞

記事が相次いでいる。これらをきっかけに

PCR法によるウシ胚の性判定やこの手法を

用いて性判定された胚を利用したウシの雌雄

産み分けに関する関じが畜産技術者や牒家の

間に広まったと考えられる。

2. PCR法とは

PCR (Polymerase Chain Reaction)法は

R.K.Saikiらにより 1985年はじめて報告され

たinvitroのDNA増幅法である。考案者はK.

B、Mullisで， 1983年 4月の月夜の金曜日，カ

リフォルニアの山道をドライプ中に思いつい

たという 3)。PCR法を利用することにより微

慧な検体より目的とするDNA配列を特異的

に増幅し，その配列の検出や解析を行うこと

が可能である。初期のPCR法では非熱耐性の

• DNAポリメラーゼが用いられていたため，i

作が煩雑であまり利用されなかった。 しかし

1988年の熱耐性DNAポリメラーゼ利用のi

案によりこの問題が解決された結果，この手

法は種々の研究分野に広く応用されるよう1:

なった。医学分野では， PCR法は「DNA診恨

と呼ばれる新しい診断体系の重要な一翼をt
っ ている。特に，法医学分野では犯人や被〗

者の特定のための情報を得る手段として

PCR法はすでに実用化されている。

3. PCR法の原理（図 1)

PCR法は 2個一組のプライマーと呼ばl

未変性DNA

I)増幅の錆型と なる
DNAlllの熱変性

（約94℃，約 1分間）

初回の反応サイクル

← 増幅領域 一

屯

2アニーリング反応
（約55℃．約 2分間） プライマー・--

3伸長反応 ↑ 
（約72℃．約 2分間）酵素反応で合成された部分

,---・・・--・・------・-, 
' ― . ; 

------------_____ J 
↓ 

隣の慎式図ヘ

• プラ イマーは検出領域の十領と 一鎖に
特異的に結合するような塩基配列を持

つ合成DNA

1回目の反応サイク,,

← 増幅頷填 一
------・・ c--------: -. ---=-

＇ "----------------

--

-- --= 
- -

ここで合成
は止ま る. . • = 

-~ 

n回の反応サイク ル,,.

↓ 

---;=― 
最終的にはこの大,1
DNA鎮が大多敷とり

,L 電気泳動で分f' 
ると一本のパントと

て検出される

図 1 PCR法の原理の模式図
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る合成DNAの小断片を鋳型となるDNA領域

（増幅領域）の両端に結合させ，プライマー

にはさまれた領域のDNA配列を酵索的に増

幅する手法である。この手法は， (1)増幅の鋳

型となるDNA鎖の熱変性， (2)アニーリング反

応（プライマーの鋳型DNAへの結合）， (3)伸長

反応（酵索によるDNA増幅）の 3つのプロセ

スより構成される反応サイクルの繰り返しで

ある。この反応サイクルを 1回終了するごと

に， DNA配列は 2倍に増幅される。したがっ

て， n回の反応サイクルを繰り返した場合，

DNA配列は理論的には 2n倍に増幅される

（反応効率は100%ではないので実際の増幅

は理論値以下である）。通常の場合では20-30

サイクルの増幅が行われる。また，得られる

反応産物の大きさ（塩基数）ははじめの反応

サイクルではまちまちだが，反応サイクルが

進むにしたがって， 目的の大きさのものが大

多数になり電気泳動により一本のバンドとし

て検出される。次に，これらのプロセスにつ

いて説明する。

(1) 増幅の鋳型となるDNA鎖の熱変性

PCR法により目的のDNA配列を特異的に

増幅するためにはプライマーを鋳型となる領

域のDNA配列（増幅しようとするDNA配列）

に結合させなければならない。しかし，通常

のDNAは二重らせんモデルで示されるよう

に二本鎖（＋鎖と一鎖）の構造をとって存在

しており，このままの形ではプライマーを結

合させることはできない。そこで， DNAを変

性させ一本鎖の状態にする必要がある。DNA

を一本鎖にする方法は種々あるが， PCR法で

は約94℃で約 1分間加熱することによりこの

目的を達成している。

(2) アニーリング反応

PCR法の次のプロセスは 2個一組のプラ

イマー（塩基数； 20-30個）を鋳型となる

DNA配列の両端に対応する＋鎖と一鎖に 1

個ずつ結合させることである。このプロセス

がアニーリング反応である。アニーリング反

応では， (1)のプロセスを経て一本鎖になった

鋳型DNAとプライマーを適当な温度に保持

しこれらを結合させる。この反応の条件はプ

ライマーの塩甚配列により異なるが，通常の

場合は約55℃で約 2分間である。

(3) 伸長反応

プライマーが結合した鋳型となるDNA配

列はプライマーを反応開始点としてDNAポ

リメラーゼにより複製される。このプロセス

が伸長反応である。 PCR法では高度好熱菌由

来のDNAポリメラーゼが用いられるので，反

応は約72℃で約 2分間行われる。この酵索の

使用により，前述の高温の反応プロセスを経

ても酵索の失活が少なくなり，酵索を最初に

一回加えただけで数十回の反応サイクルを行

うことが可能となった。DNA合成の材料とし

ては 4種類のデオキシリボヌクレオチド三リ

ン酸 (dATP, dCTP, dGTP, dTTP; 総称

dNTPs)が用いられる。

4. PCR法の一般的な特徴

PCR法は上述のような理論的な裏付けが

あるうえ，感度のよいアッセイ系を作ること

も可能である。文献的には精子細胞一個に含

まれるようなごく微量のDNA配列も検出で

きるアッセイ系の構築も可能といわれてい

る乳必要な試薬類の種類も少なく，基本操作

も単純である。また，数時間でアッセイが可

能である。しかしながら，プライマーの選定

やアニリングの条件設定が難しく，これに失

敗すると反応産物が得られなかったり，非特

異的反応産物がたくさん得られたりする。さ

らに，検体以外のDNAの反応系への混入によ

る検出精度の低下も問題にされている。この

問題は胚の性判定に代表される高感度のアッ

セイ系を利用した試験では特に重要である。

PCR法の特徴としては長所が強調されがち

だが，短所についても理解しておく必要があ

る。

畜産技術 1992年 2月号 。



5. PCR法の胚の性判定への応用

従来，胚の性判定に関する試験は，性染色体

にリンクした酵索活性の測定，発育速度差，

性染色体の解析，雄特異的抗原処理等につい

て行われてきた。これらの中で，性染色体の

解析による胚の性判定は最も判定の精度が高

いと考えられ，現在でもこの手法により性判

定された胚を用いたウシの雌雄産み分け試験

が行われている。しかし，性染色体解析には

手間がかかるうえ，性が判定される胚の割合

（性判定可能胚数／供試胚数）は熟練者でも

半分程度であることがこの手法の問題点であ

る。これらの手法に比べ， PCR法による胚の

性判定法は胚のY染色体に含まれる雄特異的

なDNA配列を比較的短時間に精度良く検出

できるうえ，理論的裏付けも確かな手法であ

ると考えられている。

PCR法の胚の性判定への応用は1990年に

ヒト 6), マウス 7)およびウシ8)ではじめて報告

された。これらの報告ではバイオプシーされ

た少数の胚割球（ヒトおよびマウスで 1個，

ウシで 2-10個）を検体とし，その中に含ま

れる雄特異的DNA配列を検出している。そし

て，雄特異的DNAが検出された検体を雄胚，

検出されなかった検体を雌胚と判定している。

これらの報告によると PCR法により性叶定

された胚を移植した産子の雌雄産み分けの成

功率はマウスで100% (8/8) ウシで91.7% 

(11/12)であった。 PCR法にらる胚の性判

定によるウシの雌雄産み分けの精度の高さは

1991年末から新聞等でわが国でも報道される

ようになった。しかしながら， PCR法には後

述の技術的な問題点が残されており，野外で

好成績を安定しておさめることは，現時点で，

容易ではないと思われる。われわれの研究グ

ループでは1991年夏にPCR法により性判定

された胚由来の子牛を得ているが，雌雄産み

分けの精度は66.7%(4/6)であった。

⑱ 畜産技術 1992年 2月号

6. PCR法を用いたウシ胚の性判定に関i

る主要な問題点

1)技術的な問題点

PCR法によるウシ胚の性判定を行うたf

には胚盤胞期胚などにより採取した10個租

の割球を検体にできるアッセイ系を用いる｛

要がある。このようなアッセイ系は非常に[

度がよく， 1個の目的DNA配列さえも検即

能である。したがって，このようなアッセ）

系を使う場合は検体細胞以外に由来す；

DNAの混入を防がなければならない。検恨

胞以外のDNAの混入源としては胚の割球！

外の細胞（卵丘細胞，精子など）はもちろ/,

空気中の塵やウシ由来の試薬類 (BSA,Fe 

など）もあげられている 9)。さらに，ヒト1

DNA配列に甚づくプライマーを用いる場冶

には実験者の体からヒト DNAがアッセイ；

に混入し， PCR法の精度を著しく低下させi

といわれている。われわれの経験では牛含く

の作業後の実験舎がPCR法を行った結果， i

シDNAのアッセイ系への混入が認められた

この状況は牛舎での作業後シャワーを浴び<

実験を行った場合でも改善されなかった。：

のようにして汚染された実験環境の清浄似

容易ではなかった。ウシDNAによる実験即

汚染の数値的評価あるいは効果的な環境il)~

浄化は現在の技術水準では不可能であるのく

当面はウシ，ウシ由来の材料およぴこれら：：

接した人から完全に隔離された場所でが

DNAのアッセイ系への混入に気をつけなi

らウシ胚の性判定試験を行う必要がある。；

の状況は「一般実験室で抗生物質を一切開

ずに細胞培養を行うこと」に例えられるが

しれない。したがって，現状では牛舎に隣[

した実験室でPCR法による精度の高いウ；

胚の性判定はあまり期待できない。

2)雄特異的 DNA配列の特許の問題

PCR法を用いた胚の性判定を行う場合， f

知の雄特異的DNA配列に基づいてプライ＇



ーを作製しなければならない。家畜の場合，

雄特異的なDNA配列およびその利用につい

ては特許申請の対象とされている。わが国で

も，国の内外で開発されたウシの雄特異的

DNA配列の一部がすでに特許申請されてい

るようである。もし，用いようとするDNA配

列がすでに特許申請されていれば法規による

利用上の制約があると考えられる。ヒトの

DNA配列の特許申請の是非に関しては1991

年秋のネイチャー誌上で問題にされているの

で10),将来は家畜のDNA配列の特許申請につ

いても問題にされる可能性がある。これらに

合わせ， PCR法自体にも特許申請がなされて

いる。このような研究の手段や対象の特許化

は従来の家畜繁殖研究ではなじみがなく，研

究者の間でもとまどいがある。特許の問題に

ついては関連法規に則った慎重な対応が必要

である。

3)その他の問題点

PCR法を用いた胚の性判定を行うとき，胚

の割球の一部をバイオプシーする必要がある。

この操作を誤ると胚の活力を低下させその後

の胚移植成績の低下が懸念される。さらに，

このような胚操作は胚の耐凍性や胚の衛生管

理にも悪影響をおよほす可能性もあり，今後

の対策が求められる。

7 . おわりに

PCR法には理論的な裏付けもあり，この手

法を用いた胚の性判定法は新技術としての実

用化が期待される。さらに， PCR法による胚

の性判定に関する報告や報道の多くはポジテ

イプな内容であり，この技術に対する期待は

高まっていると思われる。 PCR法による胚の

性判定を行うこと自体は比較的容易であるの

で，試みる研究者も増えると考えられる。し

かしながら，この技術には上述の問題点の解

決も残されていることから， PCR法により性

判定されたウシ胚を用いた雌雄産み分けを精

度良く行うことは現状では容易ではないと思

われる。おそらくここ数年のうちには，この

技術の家畜繁殖分野における実用性について

の結論が得られると考えられる。
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外因性性腺刺激ホルモンを用いた

牛の誘起多胎技術

磯貝 保 (TamotsuIsogai) 農林水産省家畜改良セ ンター技術部

我が国における牛肉資源の拡大策として，

双子生産技術の実用化に対する期待が一層強

まっている。双子生産の手法には，前号まで

に解説された胚移植の応用の外，複数排卵（限

定過排卵）誘発後に交配を行う誘起多胎があ

る。誘起多胎は過排卵処理の研究の一環とし

て1940年代より試みられ，下垂体粗抽出物を

皮切りに 1),2), 外因性性腺刺激ホルモンとして

PMSGあるいはFSH製剤を用いた研究が行

われてきた3)-9)。とくに，最近では黄体退行作

用をもつPG恥の作用によって成績が安定し

てきている。そこで，本稿では誘起多胎に関

して，最近の報告を中心に解説する。

1. PG已 併用法以前の方法

誘起多胎処理では，複数の卵胞の発育を促

すとともに，発情 ・排卵 を誘発する必要があ

るが， PGに製剤が開発される以前は，外因’

性腺刺激ホルモンを性周期末期に投与する

法や，外因性性腺刺激ホルモンとともに， ！

情 ・排卵の抑制によって発情を同期化する‘

ロジェステロン（及びその誘導体），黄体迎

作用を有する エストロジェンあるいはL廿

用によって発情を誘起する HCGを併用すi

方法等が試みられていた。（表 1)。しかし，

いずれも受胎率および多胎率が低く実用飩

は十分ではなかった。

？．最近の方法

PGF2aを併用し性周期の黄体開化期（廊

発情後 8-14日目頃）に処理を行う方法Ii.

小杉山ら10)及び杉江ら 11)の報告をはじめ，

用素牛増産技術開発への要請の高まりと膨

を同じくしたこともあり，国内において多

●表 l 牛の誘起多胎に関する既往の試験成績(PGF心を併用しない方法）

多胎率
ホルモン処理法 実施数 受胎率 文献

（／受胎数） （／実施数）

性周期末期PMSG 416 76% 23% 9% Gordonら (1962) 

79 64 24 15 Hafezら (1964) 

PMSG十黄体ホルモン 75 74 6 3 Kacyら (1968) 

PMSG + PMSG + HCG 81 64 44 28 Turmanら (1971)

135 36 Lasterら (I 971) 

65 32 57 19 Johnsonら (1973)

性周期末期FSH 262 15 26 4 Smithら (1972) 

黄体ホルモ ン+FSH 90 51 24 12 Vincentら (1972)

72 so 6 3 Smithら (1973) 

黄体ホルモン +FSH+卵胞ホルモン 88 30 16 3 II 

黄体ホルモン +FSH十黄体除去 73 51 8 4 II 

黄体ホルモン +FSH 98 66 17 11 Bellowsら (I974) 

PMSG+HCG 23 22 60 12 鎌田ら (1976) 

（注）黄体ホルモ ンはプロ ジェステロ ン及び誘導体．卵胞ホルモンはエストロジェン。

（農林水産省技術会議研究成果140より ）12) 
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の試みが報告されている。それらをみると品

種によって各種性腺刺激ホルモン剤に対する

卵巣反応の差異が明確にうかがえる。そのた

め，以下，品種毎に処理方法について述べる。

(1) 乳用牛における処理方法

1) PG已製剤の種類と投与方法

過排卵処理には一般的にPGF2.-THAM

塩（以下PGF2.:ブロナルゴン等）およびその

類縁体（以下PGF狂―A:エストラメイト等）が

用いられているが，発情の発現率および回収

卵の受精率は前者が，受精卵の変性率は後者

が優れていると言われている 24)。誘起多胎に

おけるこれらの比較成績は， PGF2.20mg以下

では発情発現率が劣っているが， 30mg(15 

mgX 2回）あるいはPGF2.-A500μg(1回）

に顕著な差はみられていない（表 2)。しか

し，投与が 1回で済むことに加え，単独投与

（同期化）時の受胎率がPGF2.-Aで高いと

報告されている 25)ことから，誘起多胎には

PGF2.-A500μgが有効なようである。

また，投与時期については，過排卵処理で

は性腺刺激ホルモン初回投与後24時間以内あ

るいは72時間目に比べ48時間目が良好と言わ

れているが26)-28),誘起多胎では発情発現率，

過排卵誘起率，受胎率とも48時間目（処理 3日

●表 2 ホルスタイン種における処理方法の比較
(PGF2a製剤投与法）

処理法 処理 発清（％） 過排卵（％） 受胎（％）

PGF2a 15mg(5,5,5) 16 5(31)81' 3(60) 2(40) 

20mg(I0,5,5) 21 13(62)c 9(69) 9(69) 

30mg(15, 15) 11 IO (91)• 3(30) 4(40) 

PGF辺ーA(500μg) 12 12(IOQ)bc 9(75) 7(58) 

PGF,a-A 2日目投与 44 41 (93) 27(66) 23(56) 

3日目投与 46 39(85) 21 (54) 18(46) 

（注）a,b,c: 同一文字間に統計的有意差のあることを示す（以下

同じ）。 （岩手牧場）

目）に比べ24時間目（同 2B目）が良好なよう

である 22)(表 2)。このことは，投与される性

腺刺激ホルモンの量が少なく投与期間が短い

場合には，早期の黄体退行が有効なことを示

唆している。なお，過排卵処理後の発情は明

確であるが，誘起多胎では同期化時と同様に

微弱であることが多いため，投与後 2-5日目

までは注意深く観察する必要がある。 22)

2)性腺剌激ホルモンの種類と投与方法

乳用牛における処理は，小杉山ら 10)が市販

のFSH製剤 (FSH-P) 12AU (3日間 1日2

回2AU)とPGF2a(3日目25mg)の投与によ

り， 6頭の受胎牛のうち， 4頭の双胎を得た

ことから，この方法が基礎に検討が行われて

きた。家畜改良センター十勝牧場では15),

FSH-P 6, 12, 24AUを用いて処理を行い，

●表 3 ホルスタイン種における処理方法の比較（性腺刺激ホルモン剤の種類と投与量）

処理法 処理 発清（％） 過排卵（％） 受胎（％） 流産（％） 単子 双子 3子以J:

FSH-P 6 AU 12 9 (75) 6(67) Q(Q)abc 4 2 

゜12 AU 11 7(64) 6(86) 5 (83) a I 

゜゜24 AU 15 10(67) 7(70) 2 (29) 2 2 I 

PMSG 1500 IU 6 5(83) 4(80) 3(75) b 

゜
I 

゜HMG 600~750 IU 15 13(87) 11 (85) 6(5S)C I 3 I 

FSH-P 6 AU 110 90 (82) 43(48)0 48(53) 1/33(3)e 39 7 I 

（初産） 8 AU 5 4(80) I (25) b 2 (50) 2 

゜゜， AU 28 25(89) /3(52)C 9(36) 0/ 4(O)f 8 

゜
I 

10 AU 38 29(76) II(38)" 15 (52) 10 4 I 

12 AU 30 22(73) 15 (68) 15(68) 7 / 15 (47) ef 6 2 

゜15 AU 15 12(80) 11 (92) abed 6(50) I/ 6(I 7) 2 3 

゜FSH-P 6 AU 35 32(91) 26(81) 19(59) I (5) a 13 4 I 

（未経産） ， AU 19 11 (58) I I (I 00) 6(55) 0(0) b 2 2 2 

12 AU 26 24 (92) 23 (96) 17 (71) 9(53)ab 4 3 I 

ほ）上段にはF,を若千含む。中段には屠殺後胎子数を確認した例を含み、流産は分娩数に対し示されてい

る。

（上段：十勝牧場、中段：岩手牧場、下段：日高牧場）
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●表 4 ホルスタイン種における処理方法の比較(FSH-P投与法） （岩手牧場）

投与法 処理 発情（％） 過排卵（％） 受胎（％） 流産（％） 単子 双子

1日2回(2、2,I, IAU) 20 19 (95) 

1日1回(4,-,2,-AU) 20 18(90) 

全量 1回(6,-、-, -AU) 19 18 (95) 

いずれも高い受胎率を得ている。しかし，

FSH-P 6 AU区を除いては流産の発生率が

高く，岩手牧場における初産搾乳牛を用いた

試験22)でも FSH-P12AU以上で流産の発生

率が高くなることが示されている（表 3)。ま

た， 日高牧場における未経験牛を対象とした

試験では， 9AU投与において流産の発生は

ないものの受胎 9頭のうち 2頭が 3子以上と

なっている 19)(表 3)。FSH-Pの投与量は排

卵数との間に正の相関がある29,30)ことを考慮

すると，経産牛において 6-lOAU, 未経産牛

において 9AU未満が適量と言えよう。

一方， PMSGは半減期が長い31)ために過排

卵処理時には胚の正常率が劣ると言われる

が28,32), 誘起多胎では投与量が少ないためか

高い受胎率を示しており 15>, 1500IU未満（例

えばlOOOIU)の投与の有効性は否定されてい

ない。同様に， HMGには実用面で価格的な問

題が残されるものの検討の余地が残されてい

る。

FSH-Pの投与方法については，持続時間

が短いために過排卵処理には分割投与が有効

と言われている。しかし，その回数について

は 1日1回と 2回に関して見解が一致してい

ない32,35)。誘起多胎でも計 6AUを 1回で投与

した場合には過排卵の確率が低いようである

が， 1日2回計 4回 (2,2, 1, lAU) と1日1

I I (58) 11 (58) 0(0) ， 2 

I I (61) 9(50) 0(0) 7 2 

6 (33) 11 (61) 0(0) 10 

●表 5 FSH-P処理時の環境が成績に及ほす影9

旦 （岩手牧i

回計 2回 (4,2AU) に差はみられていない

（表 4)。

また，最近になり， FSH-Pに含まれるu
活性を除去あるいは低減することによって，

過排卵処理における回収卵の受精率およびi

常率が向上することが報告されており 36-3り

誘起多胎においても， FSH-Pをさらに精！

した高純度FSH製剤 (FSH-R) の使用に；

って発情発現率，受胎率が向上することがi

されている23) (表 5)。LH活性が低減され/.

FSH製剤の投与では， FSH-Pに比べ発怖

のプロジェステロン濃度が低く 36), 新たなf

胞の発育数が少ない39)ことが報告されてお「

未成熟排卵，卵子および精子の受精能の影

受精の失宜あるいは受精後の変性率が滅少1

ると考えられる。 FSH-Rの投与について：：

量および方法とも FSH-P同様と考えて即

ようであり， 6 -lOAUを 2日間 2回に分1・

2日目に同時にPGF2a類縁体500μgを投与[

た場合に，発情発現頭数の68%, 処理頭郡

63%にあたる62頭が受胎 し，3胎以上 1例(:

％）に対し20%にあたる 12例の双胎が認め；

れている 33)。現在のところ，ホルスタイン種1:

●表 6 ホルスタイン種における処理方法の比較(FSH-PとFSH-R)

FSH製剤 処理 I発情<%lI 嚢腫(%)I過排卵(%)I 受胎(%)I単胎 I双胎 13胎以上

FSH-P 6~10 AU 76 62(82)a 6 (I 0) 6 23(37)C 32(52)' 24 6 I 2 

FSH-R 6~10 AU 98 91 (93)a 2 (2) b 35(38)d 62(68)' 48 12 

12 AU 20 19(95) I (5) 17(8S)Cd IO (53) 6 3 

薩）いずれも 1日1回投与で 2日目にPGF,a-Aを同時に投与。胎子数は屠殺によ り確認。
（岩手牧場）
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●表7 黒毛和種および日本短角種における試験成績

品種 I 処理法 処理 交配 受胎（％） 流産（％） 単子 双子以上 文献

黒毛和種 IFSH-P 12AU 6 6 2 (33) 0(0) 2 

゜
小杉山ら (1982)

20~30AU 41 21• 13 (62) 4(31) 6 7 高橋ら (1988) 

PMSG IOOOIU 13 13 10(77)•• 2 2 高橋ら (1988) 

HMG IOOIU < 13 （平均黄体数=1.4) 鈴木ら (1990) 

日本短角種 IFSH-P 12AU 8 8 4(50) 0(0) 4 

゜
小杉山ら (1982)

30AU 10 10 5 (50) 0 (0) 5 

゜
下司ら (I 988) 

PMSG I OOOIU 6 6 3 (50) II 

20DOIU 7 7 3(43) I (33) 2 

゜
II 

HMG IOOIU 23 （発情96%、受胎82%、多胎50%) 鈴木ら (1990) 

（注）＊：発育卵胞 2個以上のみに交配。..: 6頭妊娠中。 （いずれも東北農業試験場）

対する誘起多胎処理法としてこの方法が最良

と思われる。

なお，暑熱期および給与飼料の変更直後等，

泌乳に影響がみられる悪環境期の処理は，発

情発現率，受胎率等処理成績が明らかに低下

するため避けるべきである 40) (表 6)。

(2) 肉用牛における処理方法

黒毛利種および日本短角種における試験成

績を表 7に示した。黒毛和種では，小杉山ら

がホルスタイン種と同じ FS H-P12AU投

与によって平均2.67個の排卵を確認してい

る12)。また， 41頭に対する20~30AUの投与後

2個以上の発育卵胞を確認した21頭に授精を

行った例では， 13頭の受胎 (62%) を得て 7

例 (54%)の多胎が確認されたが， 4例 (31

％）の流産が発生している 16)。一方， PMSGに

よる処理例では，高橋らがlOOOIUの投与によ

って高い受胎率 (77%) と4例中 2例の多胎

を得ている 17)。さらに， HMGによる処理では

lOOIU投与において平均1.4個の黄体形成が

認められている 21)。これらの報告からは，黒毛

利種に対する処理としては， FSH-Pあるい

はFSH-RlOAU未満， PMSGlOOOIU程度，

HMGlOOIU程度についてさらに検討を重ね

る必要があると思われる。

日本短角種については，ホルスタイン種およ

び黒毛和種と同じ小杉山らによるFSH-P12

AU投与によって平均1.25個の排卵数しか得

られておらず12l,30AUの投与においても平均

1.6個の発育卵胞と単胎(5頭）しか得られてい

●表8 日本短角種におけるフィールド成績

処理法 処理 分娩 単子 双子

PMSG 1000 IU 44 36 29 7 

1500 IU 20 16 14 2 

2000 IU 5 5 5 

゜HMG 100 IU 10 8 7 I 

（注）まき牛であるため処理による受胎とは限らない。処

理数と分娩数の差には流産が含まれる。

（岩手県宮古、久慈地方振興局管内）

ない等18l, FSH-Pに対する卵巣反応が不良

であることがうかがえる。しかし，HMGlOOO

IU投与では良好な結果が示唆されており 21),

岩手県で実施されているPMSG処理では良

好な成績が得られている 20,41) (表 8)。

3. 誘起多胎に適した排卵数について

従来，過排卵時の卵の受精率が低いことな

どから双胎誘起に適した排卵数は 2-4ある

いは 5個と言われてきた12,42)。しかし， FSH-

PおよびFSH-Rによって処理した受胎牛を

屠殺し，妊娠黄体数と胎子数の関係をみた結

果，妊娠黄体が 2個の場合にFSH-Pでは50

% (6/12)が双胎， FSH-Rでは70.6%(12/ 

17)が双胎であり， 3個以上の例ではいずれ

も3胎以上(3/3)であったことから，双胎誘起

のための排卵数は 3個では多く 2個が適当で

あることが示された23)。そのため，誘起多胎の

効率向上のためには，平均 2個の排卵数を目指

すのではなく， 1-2個の範囲で 2個排卵の確

率とともに排卵した 2個の卵の受胎率を高め

ることが重要と考えられる。今後の手法開発

畜産技術 1992年 2月号 、）



●表 9 ホルスタイン種およびそのその他肉用牛のフィールド成績

品種 FSH-P 処理 交配 受胎（％） 流産（％） 単子 双子 3子以上 実施主体

ホルスタイン種 9~12 AU 235 228 I 00(44) 14(16) 67 16 3 熊本県経済連

ホルスタイン種 8~ 9 AU 34 34 15(44) 0(0) 14 I 

゜
茨城県経済連

F, 8 AU 8 8 3(38) 0(0) 2 I 

゜
II 

アンガス 6 AU ID 10 10(I 00) 0 (0) 10 

゜゚
北海道チクレン

F, 6~10 AU 29 29 18(76) 3 (17) 10 5 

゜
II 

F, 6~10 AU 12 12 IO (83) 0(0) 7 3 

゜
鳥取県東伯町農協

F, 6 AU 8 8 I (13) 0(0) I 

゜゚
岩手県藤沢町公社

にあたってはこの点に留意すべきであろう。

4. フィールドにおける試み

（平成 2年度肉用牛増殖モデル基地推進協議会資料より）

Agric Sic 59 : 143-198. 

誘起多胎は，民間企業13)を含めフィールド

でも多くの実施例がみられる。それらのうち，

表 8には岩手県が実施した日本短角種の成績

を20,40), 表 9には国の補助事業で実施された

全国 5道県のこれまでの成績をあげた43)。前

述のように， 日本短角種では流産の問題を残

すものの， PMSGlOOOIU投与の成績が良好な

ようである。また，毎年100頭以上の乳用牛に

実施している熊本県経済連の例では，この後，

投与法の改良により流産は減少してきている。

しかし，農家における発情確認の難しさ，あ

るいは受胎率に顕著に現れているが農家から

依頼される処理牛の多くが人工授精による不

受胎牛であるなどの問題が解消されていない。

誘起多胎は，効果的な活用および成績面とも

に初回交配時における実施が最も有効である

ことから，農家の理解を得ることも普及上の

重要な課題であろう。

普及のためには技術的あるいは環境的な課

題が少なくないが，いずれの地域においても

積極的に取り組まれていることから，実用化

にむけ今後の成績が期待される。
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21世紀に対応した都市近郊畜産

埼玉県畜産試験場

松浦淳一 (JunichiMatsuura) 埼玉県畜産試験場長

本県の畜産は，首都圏に位置する有利な立

地条件のもとで，住民に対し新鮮で良質な畜

産物を安定的に供給するという重要な役割を

果している。その生産額は559億円で農業生産

額全体に対し20.5%を占める重要な部門とな

っている。近年，消費者ニーズは，所得の増

加に伴う食生活の多様化により量から質へと

大きく転換し，健康食志向が高ま っており，

更に国際化の進展に伴い畜産物やその加工品

の輸入が増加するなどきわめて多様化してい

る。一方，畜産業は生産資材，労賃等の生産費

が増大し，後継者不足，老齢化と環境汚染問題

が深刻化するなど生産環境が悪化している。

このような背景の中で，今後の畜産経営は

生産性の高い優良家畜の改良増殖のため先端

技術の活用や，家畜飼養管理技術の省力化と

体系化，畜産物の品質改善，飼料作物の生産

性向上，畜舎環境保全技術の確立など，一層

の研究開発が急務になっている。

1 沿革と概要

当場は昭和 3年に大宮市に埼玉県種畜場と

して創設され，鶉，豚，めん山羊及ぴ家兎等

の種畜生産業務に努めた。その後，昭和23年

には現在地に移転して乳牛業務を加え，総合

種畜場として発足した。昭和36年には多頭飼

育化の進展と新しい畜産技術を求める時代の

要請に対応するため，種畜生産に併せて研究

部門を充実することになり畜産試験場に改組

した。昭和38年には養鶏業務を分離して養鶏

R 畜産技術 1992年 2月号

試験場に移管した。その後逐次組織を改正し

て現組織を制定した。

現在の組織は，庶務部のほか研究部門で(;

酪農，養豚，畜産環境，飼料の 4部であり，

場内面積は約26ha,うち飼料圃場が約14haて

ある。職員構成は，総職員48名でうち研究i

は21名で取りくんでいる。飼養家畜は乳牛，

和牛計50頭，豚では系統豚，ランドレース，

大ヨークシャー，デイロック種計600頭，めん

羊10頭を飼養している。

2 試験研究の推進構想

畜産経営の規模拡大に伴う多頭化，企業it

などの多様化に対応するため次の構想に甚

き試験研究を推進している。

① 家畜の改良・育種・繁殖技術

牛では，優良種雄牛凍結精液の積極的活り

と，優良雌牛の有用遺伝子資源を増殖するI:

め，胚移植技術の開発に努める。改良の成果を

更に向上させるため，能力に見合った粗卿

構成を検討し，繁殖率の向上を推進する。

② 家畜飼養管理技術の省力化・機械他

術の確立と体系化

飼養管理技術の確立及ぴ乳牛から生産すt

和牛子牛の人工哺育技術の確立並びに施設，

機械器具の性能，利害得失など再検討のう1

省力化のための機械化技術の確立及び体甜

を推進する。

③ 畜産物の品質改善，貯蔵加工，利用広

ぴ流通のシステム化



需要に対応した高品質牛肉及び豚肉生産，

乳質の改善並びに高付加価値畜産物の生産，

貯蔵性の向上のほか，流通の改善及び簡易化

などの研究を推進する。

④ 飼料作物の生産性向上，貯蔵加工及び

流通技術確立と体系化

飼料作物の生産性向上を図るため，適草種

の選定，輪作体系技術，土地利用の高度化技

術等を確立する。更に生産物の年間平衡給与

のための貯蔵，加工利用技術，粗飼料の流通

システム化，その体系化の推進を図るほか自

給粗飼料の分析，給与診断，指導を行う。

⑤ 農業副産物の利用技術の組立の利用

農業副産物の飼料化，堆肥化により環境浄

化と経済性を高めるための技術の組立及び利

用法について研究を進める。

⑥ 畜産環境保全技術の確立

都市化，混住化が急速に進展している中で

家畜ふん尿処理を前提とした畜舎構造の改善

を図るとともに，家畜ふん尿の処理及ぴ利用

技術を確立する。

⑦ バイオテクノロジー等先端技術の開発

家畜の改良増殖のため，分割受精卵移植，

胚の雌雄鑑別，体外受精，核移植技術並びに

豚胚の一連の技術を確立し，優良家畜の増産

と肉用牛の低コスト生産技術の開発を推進し

て生産性の向上を図る。

3 主な試験研究

1)胚移植技術

昭和44年に他県に先がけて凍結精液の県下

全面実用化に入り，昭和45年からめん羊の胚

移植の研究に着手し，その実績を基礎として

牛に応用し技術の開発に努めた。昭和50年に

乳牛から和牛第 1号の誕生に成功した。昭和

55年には獣医 ・授精師の技術者により構成さ

れた 「埼玉県牛胚移植普及研究会」を設立，

その後，技術者の養成に努め現在までに46名

養成した。平成 2年には，「埼玉県牛胚移植普

及協会」が設立され，必要な器機とET車を導

入し，現在農家の庭先で採胚，凍結保存を行

い実用化に努めている。豚については，昭和

61年から外科的処置による胚移植を開始し，

凍結保存胚移植の成功例が得られた。今後は

非外科的採胚技術の開発に取り組みたい。

牛胚の雌雄鑑別では，昭和60年からH-Y抗

体処理法を中心に取り組み，現在86%の適中

率に至っている。胚の凍結技術の簡易化は，

技術普及上重要な課題であり積極的に推進し

ている。肉牛を増産する将来像の主流は，体

外受精卵の活用で，今後核移植によるクロー

ン牛生産のため碁礎技術でもある体外培養技

術の向上にも努めている。

2) 系統豚の造成

昭和55年にランドレース種系統豚サキタマ

を造成した。以来10年以上経過し，現在は近

交退化現象による繁殖性の低下が憂慮される

ので，第 2次系統豚の造成が必要であり，平

成 2年から現有サキタマを母体に種々の特徴

を備えた 5系統の種雄豚を交配選抜し，発育

性，産肉性，繁殖性，強健性，飼料利用性の

向上を目標に推進している。

3)環境対策

本県は，従来から都市近郊で有利な畜産経

営が営まれてきたが，近年では都市混住化が

急速に進展し，環境保全対策は急務である。

そこで活性汚泥処理水の無機物 (N.P)の除去

と環境美化効果を兼ねて，サトイモ科のホワ

イトスワンを用い水耕裁培法の検討を行って

いる。

4) 未利用資源の粗飼料利用対策

農業副産物のワラt旱などは，繊維性の飼料

資源として注目され続けている。しかし家畜

の消化性が低いため活用が進んでいない。そ

の主因はワラ中のリグニン含量と深い関係が

あり「高リグニンほど低消化」の係りがある。

ヒラタケなど担子菌類は，高リグニン除去能

を有している。そこで，脱リグニン能の高い

系統の菌種の作出，菌床式培養法及び家畜の

消化性などの検討を行っている。
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” カナダ農務省
Animal Research Centreにて

塩谷康生 (Yasuo Shioya) 農林水産省畜産試験場

はじめに

カナダ農務省AnimalResearch Centre (略

称ARC)は首都オタワ市の周囲を取り巻く緑

地帯(GreenBelt)にある中央実験農場の一部

をなしている。この緑地帯は公園だけでなく

オタワ国際空港，大学をはじめ行政部局の中

央省庁にあたる農務省本館も含む，広大な地

域である。 1990年秋から初冬にかけて科学技

術庁関係の予算で派遣された際の見聞につい

て述べたい。なお中央実験農場はARC,食料

研究センター (FoodResearch Centre), 植

物研究センター (PlantResearch Centre), 

種分類学研究センター (Biosyntematics

Research Centre), 土地資源研究センター

(Land Resource Research Centre) を含み，

動物疾病研究所(AnimalDiseases Research 

Institute)も近くにある。さらにオタワ市一帯

には国会，最高裁判所，各行政省庁があると

同時に， NationalResearch Councilに属す

る多くの研究所も立地している。筑波研究学

園郡市に霞が関一帯の官公庁が合体した観を

呈している。

Animal Research Centre (ARC) 

の概要と研究

Animal Research Centre (ARC) は研究

員50名，技術員45名，機械保守及家畜管理員

150名程度からなる。ここでいう研究員は日本

でいう研究職公務員とはことなり，研究する

⑱ 畜産技術 1992年 2月号

ことを本務とする職員で，研究の計画，割

成果の取り纏めに全責任を負う資格，すなh

ち研究者としての教育を受け（大学院博廿

程終了），研究者としての経験（ポストドク｝

レート研究）を積んだ人々である。研究者/;

Scientistであり，いわゆる弁護士や医者(JJJ

うなprofessionalな職業になっている。そのI:

めか，あるいは本米のカナダ人（？）はそ；

まで苦労する必要なく良い仕事にありつけ；

ためか，小生の出会ったARCの本部及動物『

種関係の研究員は日本人 1' 中国人 3'ユ！

ヤ人 1' インド人 1, ネパール人 1' ドバ

人 2' チェコスロヴァキア人 2 (彼らにいt

せるとチェコ 1' スロヴァキャ lになるが），

カナダ育ち 3という具合にまさに国際的似

のであった。

ARCでは主要研究室は市の中心部に近い且

央実験農場内にあるが，牛，マウス，豚， ギ

鶉を飼養する部門と，胚関係の実験室はこ：

から10kmほど離れた郊外のGreenBeltの一1

百haの敷地にある。動物部門の研究設備似

のGreenBeltに集中，整備される予定と間

たが，予算の関係で未だ実現していないとi

ことであった。

研究目的は動物飼料，食品の安全性と品l
生産効率増加のためのバイオテクノロジー

応用，動物行動と環境管理を 3本柱とすふ

ARCのバイオテクノロジー研究計画での成i
は核移植による子牛生産と遺伝導入マウス[

生産性の解明である。



核移植は一個の優良な胚の細胞を利用して，

同じ遺伝形質を持つ優良個体を多数複製する

技術である。 ARCでは核移植の技術によって

1990年 3月までに10頭の子牛が生産された。

日本出身の永井，招聘研究員の佐々田（東北

大学助手）両先生の御努力の賜である。一応

の技術的確立はなされたが，多くの問題がま

だ残されている。子牛が生まれたといっても

一個の胚からは 2頭程度しか生産されておら

ず，クローンとか多数複製といえる段階にな

っていないことがあげられる。また，技術的

にはドナーとなる胚と割球を移植される未受

精卵の採取をともに手術的に行っていること

や，再構築胚と呼ばれる核移植胚の培養を羊

卵管で行っていることなどである。滞在中は

体外成熟・体外受精の技術を核移植技術に役

立てるために次のような実験を行った。体内

で受精させ，非手術的に採取した胚の割球を

体外で成熟させた卵子に移植，あるいは体外

で受精させて得た胚の割球を体内で成熟，排

卵させた卵子に移植し，得られた再構築胚を

体外で培養して胚盤胞への発生を検討した。

結論的に述べると体外成熟・体外受精で得

られた胚の割球は胚盤胞へ発生することがで

き，体外受精系で用いている胚培養法は再構

築胚の培養にも有効であること，核移植にお

いてはドナーとなる割球も重要であるが， レ

シピエントとなる未受精卵の成熟度が大変重

要であることである。

ARC主催で開催された生殖細胞の保存に関

するワークショップに出席したアルバータ在住

の核移植研究の第一人者Dr.Willadsenはこの

核移植について第 3世代の胚から子牛を生産

したことを話しており， 16細胞期胚から計算

上は163=4096の胚が生産できる可能性を示唆

した。またカナダにおいてはこの核移植の技

術の公開，普及については民間の研究所の営

業との兼ね合いがあり，民業圧迫にならない

ように注意する必要があるとのことであった。

ラットの成長ホルモンの遺伝子を導入され

たマウスについては，このマウスの外来迫伝

子が交配後どのように出現し，生産性に影饗

するのかを追跡するだけでなく，将来の疾病

抵抗性が特殊な付加価値を保有させるために

も役立てたいとしている。追伝子導入マウス

の産子を体重の大きさで 6世代にわたり選抜

を継続しても，導入遺伝子が増加することは

なく，減少していくことが示されている。ま

た導入遺伝子を保有するマウスでは繁殖性が

低下する例もみられ，外来遺伝子の作用の解

明が待たれている。

感想

研究職公務員として考えさせられたことが

いくつかあった。ひとつは数年前には存在し

ていた600頭の乳牛（交雑利用による新乳牛の

作出）， 2000頭の羊（多産系の羊作出）を用い

るプロジェクトがほぽ跡形もなく消滅させら

れ，バイオテクノロジーの研究として分子遺

伝学と胚操作技術研究に切り替えさせられて

いたことである。長らく追求してきた研究を

簡単に放棄させられ，新しい研究に進まざる

をえなかった研究者の苦悩は大きかったであ

ろう。しかしそれも研究のprofessionalとして

は受け入れるか，さもなければ別の研究所に

移るか，あるいは転職しなければならないだ

けであるからほんとうに大変なことであった

ろう。

また，研究評価も考えさせられた。研究者

は独立した立場にあり，勤務評定は自己申告

制が加えてある。研究者は予め，研究成果や

取り纏め（論文を発表するJournalについても

格があるために，論文を書くということだけ

でなく，どのような雑誌に投稿したかが，評

点の大きさ (credit)に関係するようである）

について場長と論議をし，目標を設定してお

き，その目標の達成度で以て評価を受けるシ

ステムになっている。 1ないし 2年後に目標

を達成すれば問題はないが，達成できなかっ

た場合は合理的な説明ができなくてはならな
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い。時には研究をサポートする技術員を持て

なくなり，ますます困難な立場に追いやられ

る研究者もでてくるという。いわゆるcreditが

得られず，運続して合理的な説明ができなか

った場合は研究者の地位を外されることも止

むを得ず，その場合は相当な給料の減少を覚

悟せねばならない。その意味で研究者の奥さ

んで研究員になる資格を備えている御夫人が

研究員より安い給料の技術員として働いてお

り，＇＇なぜ研究員にならないのですか”の質問

に¥¥研究員よりは気楽でいい”とのたまわれ

ていたことはうなずけることであった。

なお日本では一度座った椅子は手放さない

のが通常であるが，この研究所ではProject-

leaderは任務が終わればその職を去ることがで

き，ふたたび独立した研究者に戻ることがで

きる。 Leaderは研究チームの運営の他に個々

のチーム員の評価も行う必要があることから

激務となっているらしい。

研究員の重要な任務に研究計画の策定があ

るが，動物実験では研究者が気ままに使用計

画をたてられるわけではない。研究機関には

実験動物を使用する研究者，獣医師，実験動

物を用いることのない研究者，地域代表から

なるAnimalCare Commiteesがあり，動物を

用いる実験の場合，動物を用いる必要がある

かどうかを含め，倫理的に容認できるかどう

かについて，実験プロトコールの事前審査と

承認を行うことになっている。特に動物に痛

みや不快を与える必要がある場合は注意が必

要で，以下のようなことには注意深い審査が

行われている。

a) 痛みを救済するための手術前および手術

後の処置を伴う実験

b)痛覚の減少がない麻痺や固定実験

C) 電気刺激による消極的強制（褒美や罰を

与えることにより剌激に対する反応の起こ

り方を強化する）

d) 低温や高温，あるいは高湿度，修正した

R 畜産技術 1992年 2月号

環境その他あるいは突然の変化のような！

端な環境状況

e) ストレスや痛みに関する実験

f) 動物種によって種特異的な生理学的桝

性と両立しない期間にわたり食物と水叶

保を必要とする実験：このような実験il!

物の健康に有害であってはならない。

g) Freund's Complete Adjuvantの注射。

特別にガイドラインを設定。

そして実験動物の飼育と使用については［

レベルでガイドラインがあり，科学者，教i

界，産業界，動物愛護運動団体の代表から｛

る委員会は予告なしに 3年に 1回の割りでf

究機関を視察できることになっている。家i

繁殖の分野では非手術的な胚回収と移植，｝

るいは胚操作（体外で胚を切ったり，針をi

したりすることは痛みとは関係がない）は¥

に問題がないが，手術的に腹を開いて未受[

卵を回収することは承認が要る。核移植烈

めに必要な排卵卵子を採取するため，局頑

酔のもとに開腹して卵管一卵巣摘出を行ぷ

いる最中に，暴れだした牛を前にこの手庸I:

核移植計画にのっているか否かの議論が始；

りそうになったのは大変な驚きであった。

追記：本年からAnimalResearch Centreと

Food Research Centreは合併し， Centrefm~

Food and Animal Researchと改称された。

（訃報）

静岡県農政部畜産課長，柴田昌男氏に

は，病気療養中の処，平成 4年 1月12廿

（日）， 12時21分逝去されました。告別式は

1月14日富士市金華堂会館で行われまし

た。亨年55歳。

謹んで哀悼の意を表し，ご冥福をお枡

り申し上げます。

（喪主は柴田実枝子様， 自宅：富士市乎

垣町 7-12, Tel 0545-61-8235) 
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r備えあれば，憂い無し」というか

畜産技術者と家畜共済事業一
関谷順一 (Junichi Sekiya) 農林水産省経済局保険薬務課

1. はじめに

テレビから流れてくる気象情報の声に近ご

ろ耳をすませて聞いている自分に，共済事業

に携わっている関係だけではないだろうと思

うようになっている。自然の影響を受け易い

農作物を相手に仕事をしているものにとって

は，気象に係る情報は日々大切なものであり，

自然のエネルギーの大きさを十分認識するこ

との大切さとそれに対しての対策をとること

の重要性を併せて考えなければと思う。

特に， 91年は台風17号， 19号と近年にない

大型の台風の襲来があり，全国的に被害を受

け，その補填に農業共済団体をあげて対応し

tヽヽ
0

「備えあれば，憂い無し」というが，我々農

業関係，畜産関係に携わっている者に，本稿

がいま一度共済事業の趣旨等を認識する機会

となり，畜産技術者として同じ目的（畜産の

振興，経営の安定など）を持ち農家の指導に

当たるもののそしてお互いの事業推進におけ

る一助になればと念じる次第である。

国が行っている農林漁業関係災害対策の一

環として災害補償制度があり，その中の一つ

に農業災害補償制度（法）がある（図 1)。

以下，その法の趣旨を中心として，畜産経

営に寄与している家畜共済についてその概略

を述べたいと思う。

？．農業災害補償の目的

この法の第 1条に「農業者が不應の事故に

因って受けることのある損失を補填して農業

経営の安定を図り，農業生産力の発展に資す

ることを目的とする」とある。自然条件に依

存することの大きい農業経営にあっては特に

その危険の程度は大きく，偶然的災害による

農産物の減収，農業施設，家畜，農機具等の

生産資本の喪失等により経営に破綻を来すお

それがある。このような意味での農業経営の

不安定性を除去し，農業生産力の発展を図る

のがこの法律の目的となっている。

見舞金や補助金制度による不慮の事故によ

り農業者が被る経営上の損失を補埴するため

の手段も考えられるが，これらは恩恵的なも

（図l) 農林漁業関係災害対策の体系

| 農震災害補償制度 1 

災害復 1日制度

農地、林地、 ；魚危等の

被害の災害復1日

l漁船損害補償制度 I

平成 3 年

農林水産省

水稲，果樹，家畜等 森林被害の漬害補償 饗嬉厖設、 ，魚具導被害の 漁船被害の！員害補償

被害のj員害補償 潰害補償
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のであって農業者が具体的な権利としてその

交付を要求できるものでなく，かつ，それら

を支出する側のそのときどきの財政状態に左

右されて不安定のそしりを免れない。そこで

この法律では大数の法則（加入者の公平の原

則，保険事業を行う収支相等の原則から，特

定の偶然事故の発生の確率が測定される大数

の法則が導き出され（多数の農家が加入する

ほど危険分散が図られる），これが保険成立の

前提となる）を適用し得るような一定の危険

集団を構成し，一定の期間の危険の経済的確

率により徴集された保険料（共済掛金）によ

り共同準備財産を造成し，これを財産として

災害が発生した場合にそれによる損害の程度

に応じて一定の保険金（共済金）を支払うと

いう保険の仕組みを採用して，これにより不

慮の災害により農業者が被る損害を合理的に

補てんすることとしている。この保険の仕組

みによれば，災害が発生した場合には，農業

者は権利として保険金（共済金）を請求し得

るし，一方，支出する側も計画的な財政執行

ができることとなる。

ここで農業災害補償の補償という語を用い

ているが，共済保険とせず，補償と称したの

は国家が財政的な支援を行うことを背景とし

ている制度であることを意味づけている。共

済掛金及び事務費の国庫負担等に国庫補償．

公的共済精度としてわが国の伝統的な災害対

策の精神のあらわれをみることができる。

3. 事故の対象は

「農業者が不慮の事故に因って受けること

のある損失」ときわめて概略的に規定してい

るが，この法律の中で共済事業の種類が規定

されており，実際に農業者に対する「物保険」

のみが制度の対象としている。

なお，農業者とは，農業を営む者，すなわ

ち，営利の目的をもって継続反覆的に耕作，

養蚕，養畜叉は栽培の業務を営むものをいう。

R い産技術 1992年 2月号

加入者

共済関係

（図 2)j呆険（共済）事業の構成

市町村段陛 都道府県段隋

保険関係

4. 保険（共済）事業の構成は

国(ij;

再保険閲係

標準的な形態としては，市町村段階での！

業共済組合等（市町村が共済事業を行う恥

もあるので，組合とこれを合わせて組合等！

している）を行う共済事業，都道府県段附

の農業共済組合連合会の行う保険事業及び｝

国段階での政府の行う再保険事業の三種即

事業により構成されている（図 2)。

この制度では， まず，農村に古くからか

た相互扶助の慣行や相互監視の機能を甚塁1:

してその上に作り上げられたものであるが

市町村段階の組合等に第 1次の責任を負桝

ることとした。 しかし，それでは十分に應屈

分散を図ることができないので都道府県艇

の連合会に第 2次の責任を負わせることとり

たが，これは同時にそれら保険者において！

任ある業務執行を確保するにも役立つも(J)l

考えられた。また，政府が都道府県段階(J)G

険者の責任を再保険することとしたのは，！

業災害の発生態様の特殊性から全国的な艇

での危険分散が必要であり，政府のように蘭

政の強固なものが最終的な責任を負う再牒

者となることが必要と考えたからである。

組合等の事業に「共済」，連合会及び政府°

事業に「保険」の名称が用いられて区別し｛

いるが，これは多分に沿革的な理由によるl

のであり，保険技術の見地からは組合等を[

受保険者として連合会が再保険，政府が再〖



保険の事業をそれぞれ行っているとみること

ができる。

5 . 家畜共済とは

家畜共済事業は， 7つの共済事業のうちの

1つで牛，馬，種豚及び肉豚の死亡廃用共済

及び疾病傷害共済（肉豚を除く）でこれへの

加入は任意である。

6. 共済目的の種類

牛；原則として出生後第 5月の末日を経過

したもの。肉牛については，組合等の

選択により子牛及ぴ妊娠 8か月以後の

胎児を対象とすることができる。

馬；原則として出生した年の末日を経過し

たもの。

種豚；出生後第 5月の月の末Hを経過した

もの。

肉豚；原則として出生後第50日から第 8月

の月の末日までのもの。

7. 共済事故

牛，馬及び種豚；死亡（と殺は除く），廃

用，疾病及び傷害

肉牛の胎児及び肉豚；死亡（と殺は除く）

（注）事故の一部を共済事故としない方式があ

る。

B 共済関係（引受方式）

次に掲げる「包括共済」と「個別共済」の

2種類があり，それぞれの農家の加入申し込

みを組合等が承諾することによって成立する。

{l) 乳牛の雌，肉用牛等，種雄馬以外の馬，

種豚及ぴ肉豚については，その種類ごとに

全頭加入する。これを 「包括共済」という 。

(2) 種雄牛及び種雄馬について。 1頭ごとに

加入する。これを「個別共済」という。

(3) 包括共済の加入が拒まれた場合は，健康

な家畜のみを個別共済に付することができる

（肉牛の子牛等及ぴ肉豚を除く）（表 1)。

●表 1 包括共済対象家畜と共済目的の種類との関係

包括共済対象家畜の種類 共済目的の種類

乳牛の雌 成乳牛及び育成乳牛

肉用牛等 肥育牛及びその他の肉用牛（肉

牛の子牛等を共済目的としない

場合）又は特定肉用牛等（肉牛の

子牛等を共済目的とする場合）

種雄馬以外の馬 一般馬

種 豚 種豚

肉 豚 肉豚

因「肉用牛等」とは、胎児及び子牛が制度の対象とされ

た61年度からのものであり、 60年度以前は「肉用牛」と

されていた。

（図 3)共済価額と共済金額

共』月価籟

償々の寡畜の価額の合tt額 90万円

乳牛の雌

A ~ ふ 20万円

B ~ 閲 30万円

c ~ 噂 40万円

90万円の20-40% 90万円の80%
（イ寸1呆書り合） 一

18万円 30万円 72万円

この範囲内で農家が選択する

（；主）付1呆割合と は共済金額を共済1illi額て

除した割合である

9 . 共済掛金（責任）期間

共済責任は，原則として，組合等が農家か

ら共済掛金の支払を受けた日の翌日から開始

し，共済掛金期間は牛，馬及び種豚にあって

は 1年間，肉豚にあっては出生後第50日の日

から出生後第 8月の末日までの間である。

10. 共済金額及び共済価額（図 3)

共済金額は，共済価額に， 2-4割（肉豚

は 4-6割）の範囲内で組合等が定めた割合

を乗じた金額を下らず， 8割を乗じた金額を

超えない範囲内で農家が申し出た金額である。

共済価額

(1) 包括共済方式

肉豚以外；包括共済対象家畜の種類ごとの

家畜の価額の合計額

肉豚；飼蓑区分ごとの肉豚の価額の合計額

(2) 個別共済方式

家畜 1頭ごとの価額

11. 共済掛金

(1) 共済掛金（図 4)

畜産技術 1992年2月号 Oり



（図 4)共済掛金率

共済掛金率甲

死亡及び廃用による ：疾病及び傷害による損

損害に対応する 。 ：害のうち，医療品等の

：費用に対応する。

死廃部分

共済掛金率＝共済掛金半甲十共済掛金率乙＋共済掛金半丙

共済掛金率甲こ共済掛金標準率甲

共済掛金標準率乙全農林水産大臣の定める率

共済掛金の額＝共済金額x共済掛金率

病傷部分

ア 共済掛金率は，組合等が，農林水産大

臣が過去一定期間（原則 3年間，家畜異

常事故は20年間）における被害率を基礎

として地域ごとに定める共済標準率を下

らない範囲内において設定する。

イ 共済掛金標準率は，一般に 3年ごとに

改定する。

(2) 共済掛金に対する国庫負担

国庫は，共済掛金について，共済金額（農

林水産大臣が定める金額を限度とする）に共

済掛金標準率を乗じた額の 2分の 1 (豚は 5

分の 2) を負担する。

12. 損害発生の通知及び損害評価

(1) 損害の発生

農家は，共済目的について通常すべき管理

その他損害防止に努める義務を有している。

組合等は，農家に対し損害防止についての指

導や損害防止事業を行うことができる。

(2) 損害発生通知

農家は，共済事故が発生したとき及び共済

金の支払を受けるべき損害があると認めると

きは，遅滞なく組合等に通知しなければなら

ないとされている。

(3) 損害評価は，農家の損害発生通知を受け

て，農林水産大臣が定める損害認定準則によ

り行われる。

⑱ 畜産技術 1992年 2月号

共済掛金率乙

疾病及び傷害による

損害のうち，診療技

術料等に対応する 。

共済掛金率丙；；；共済掛金標準率丙

共済掛金率丙

家畜異常事故による

損害（死亡，廃用，

疾病）に対応する 。

異常部分

（注）共済掛金率は、共済目的の種類ごとに． 一定年間における 被害靭

礎とし． 地域別に農林水産大臣が定め，一般に 3年ごとに改定されi

ア 死亡事故；組合等の職員による現峰

認。ただし，組合等が責任を保留して＼

ない場合は連合会の獣医職員が現地船

に立ち会う 。

イ 廃用事故；組合等の職員による現雌

認。この場合，連合会の獣医職員が現悦

確認に立ち会う 。

ウ 病傷事故；連合会の獣医職員による』

合審査。

加入家畜の診療と損害防止を行うため， ほ

合等及び連合会は「家畜診療所」を設けるこ

とができる。家畜診療所は，主として次のよ

うな業務を行う 。

(1) 加入家畜の疾病・障害事故について(J)n

療（現物給付）

(2) 損害防止

(3) 引受検査及び評価

(4) 家畜共済の普及及び加入推進

(5) 畜産諸施策に対する協力

13. 共済金の支払

家畜 1頭ごとに計算する。

(1) 死亡，廃用

共済金の支払額＝（事故家畜（胎児）のji

額ー廃用家畜の評価額又は肉皮等残存物i

額，補償金等） X共済金額／共済価額

(2) 疾病，障害

ア 包括共済方式



包括共済対象家畜ごとに定めた給付限

度額の範囲内で疾病及び障害の診療費

（初診料は除く。初診料は病傷の未然防

止意欲の向上，濫受診の防止及び受診の

機会の均等化を図り，給付の公平化・病

傷給付の適正化けを期するため農家負担

としている。）を給付する。

イ 個別共済方式

家畜 1頭ごとに定めた給付限度額の範

囲内で疾病及び傷害の診療野（初診料は

除く。）を給付する。

14. 組合等，連合会，政府の責任分担（図 5)

(1) 共済金額のうち，原則として組合等が

1割，連合会が 3割，政府が 6割を歩合

により分担する。なお，組合等又は連合

会が家畜診療所を設置している地域では，

病傷事故による損害のうち診療技術料等

に対応する部分は，当該組合等又は連合

会に保留される。

（図 5)責任分担

家畜共済の責任分祖図

家畜異常事故以外の事故 家畜異常事故

Ill! 組合等は，その分1!!.する資任を 2割とすること又は全額連合会の保険に

付することもできる。

この場合，政府の責任が 5割又は 7割となる。

2 家雀異常専故は，次のとおり。

III 牛疫，牛肺疫又は流行性感Wによって家畜伝染病予防の定めるところ

により，家畜の移動又は移出を禁止又は制限された場合における死亡，

脱用及び流行性感＇uによる疾病事故。

(2)激甚災害法及び天然融資法の天災として指定された激仕災害による特

別被害農業地墳における死亡及び廃用"'故。

(2) 異常事故は，全額政府が分担する。

15. 家畜共済事業の実績

最近における共済事業の実箱を以下に示す

16. おわりに

共済事業の内容については，概略のみで

不十分なところもあるが，地域でお互いの

連携を取り合う中で補って戴ければと思う。

畜産農家が減少して行く中で農家を経営者

としてとらえ，技術者としていかに農家と

対等の場でつきあって行くかがポイントで

あり，衛生対応もその点に指導の重要性が

あろうかと思う。今後の技術者としての役

割に誇りをもって対処していきたい。

（関谷順一 農林水産省経済局保険業務課

農業共済指導官）

●表2 畜種別、事故別の 1頭（件）当たり共済金

畜 種年度
死 廃 病 傷

対前年度 対前年月
共済金 増鼻（△)辛 共済金 増泉（△）辛

63 158、247 2.5 II、400 0 5 

乳用牛 元 163,488 3 3 II、767 3 2 

2 181,983 
II 3 

12,363 
5 I 

(2 9) (2 9) 

'53 (15743,,849254 ) 
4.4 7,091 0 2 

(2 8) (6,676) (3. 2) 
.. 

肉用牛等
元 179,072 3 3 7,178 I 2 

(55、843) (I 7) (6,943) (4 O) 

180,313 5. 7 7、660 6 8 

2 (55,982) 
(2.1) (2.1） ) 
(0.2) (7,385) (6 4 

(1.3) (I 3) 
I 

63 892、480 △ 3 3 10,289 I 2 

鳥 元 942,820 5 6 10、509 2 I 

2 992,388 
5 3 

11,397 
8 4 

(5.1) (5 I) 

63 49,424 △ 0 4 5,422 △ I 6 

種 豚元 49,796 0.8 5,430 0 I 

2 so, 117 
0.6 

5,613 
3 4 

（△ 0 0) （△ 0.0) 

63 16,094 0 9 

肉 豚元 16、326 I 4 
-... 

2 16,301 
△ 0 2 

（△ 0 I) 

は）［ 異常事故を含む。

2 ( )内は、平成 2年度の 1頭当たり共済金額の対前年度

増減（△）率である。

3 肉用牛等の〔 ）内は、胎児・出生子牛に係るものであ

り、外数である。
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●表4 引受実績

三
加 入 頭 数 共 済 金 額

元年度 2 年度 対前年度 元年度 2 年度 対前年度
（頭） （頭） 増減（△）率 （百万円） （百万円） 増減（△）率

乳 用 牛
I, 679,682 I, 711、743

1.9% 
319,461 335、377

5.0% (92. 7) (%) (93. 7) (%) (190、191) (I 95,927) 

肉用牛等 2,415,314 2,511、525
4 0 

406, 734 430、812
5. 9 （胎児を含む） (64.5) (64. 7) (168,398) (214,586) 

：, 胎..............児.. • +.  —. . +.  + + + +.  - - • - • -鳴 ---・・ ・-・・・-・-・ ------- ---- -----------------・・・- ------・・・・・. .... - . . . . . ..... 
653,775 688、395 5.3 36,932 39、593 7. 2 

馬
41,388 42,701 

3 2 
45,320 49,750 

9.8 (90.2) (90. 7) (1,095,013) (I、165,071)

種 豚
242,387 233、758

△ 3.6 
13,352 12,870 

△ 3.6 (19. I) (19 7) (55、087) (55,055) 

肉 馬
2,196,143 2,368、987

7 9 
35,214 37、985

7. 9 (I 9.0) (21. 7) (16,035) (16,034) 

計 6,574,914 6、868,714 4.5 820,082 866, 793 5. 7 

(.;)1. 一般共済掛金期間、追加及び短期のものである。

2. 肉用牛等の下段は、胎児に係る加入頭数及び共済金額である。
3. 加入頭数襴の（）内は加入率（一般共済掛金期間に係るものである。）、共済金額欄の（）内は 1頭当たりの共済金額である（た

だし、肉用牛等は、胎児に1系るものを除いて算定した。）。
4. 加入率は、加入頭数を有資格頭数で除したものに 100を乗じた値である。有資格頭数は、農林水産省「畜産統計」の飼養頭数を

もとに次の方法により算出している。
(I)乳用牛については、飼養頭薮の 8割に担当する頭数
(2)肉用牛等については、肉用種の飼養頭数に乳用種の飼養頭数の 8割に相当する頭数を加えた頭数
(3)馬については、銅養頭数の 8割に相当する頭数に日本軽種馬協会の「軽種馬生産統計」による繁殖併用雌馬の頭数を加えた頭

数

(4)種豚については、 6か月以上の子取りめす豚の飼養頭数

(5)肉豚については、肥育豚の全飼養頭数
5. ラウンドの関係で内訳と1tは、一致しないものがある。

●表5 事故別及び畜種別の事故頭（件）数、共済金

畜種 1年度
死 廃 病 傷

頭

乳用牛 I63 
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63_! ―___ 30_,900 f-- ―△ ~:3+· 
種豚 I元 30,821 △ 0.3 

30, 796 
△ 0.1 

（△ 3.5) 

930 
.... 

1,085 
.... 
I, 151 
(3.0) 

1,527 

1,535 
-------
1,543 
(4.1) 

△ I. 4 

16. 7 
..... 
6.1 

(11.8) 

△ 2 .8 I 84, 1s2 
.... 

o.s I 11,690 

0.5 
（△ 3. 5) 

27,446 
........ 

28、718
・・・・・・・・ 

29,530 

70,809 

7 0 7,946 8.4 
(18 8) (1,621) (23.6) 

. ・・・・・・・・・ ー・・ー・・・ .... . --.. 

3 0 8,671 9.1 
(4 I) (31 .0) (6.0) 
(9.8) (I、893) (16.8) 
(4 .8) (6.8) (6.2) 

2. 2 282 3.5 
. ・・・・・・・・・・・・・ . . . . . . . . .. 

4.6 
..... 
2.8 

(6.4) 

△ 4.4 
-------
△ 8.3 

... 
△ 8.9 

（△ 3.5) 

302 

337 
(I .2) 

459 
ー・一

422 
...  争

397 
(I .4) 

6.9 
-----
11.6 

(11.8) 

△ 6.1 
------・ 
△ 8.2 
------・ 
△ 5.9 

（△ 3. 5) 

63 125、574 14.7 2、021 15. 7 

肉豚 l"b•i」~L ''+·'••i•I ~. 15.2 2,952 15.0 
(9.6) (7.7) (9.5) 

181, IOI 

計 16元3―l----335179,.-35250 4-
6.9 28,342 5.5 2,587,724 4.0 24,507 4. I 

•• + ••• + ••••••• --. ---. ---. -. -. ● ● ● -

13 3 31、357 10.6 2,702,646 4 4 26,195 6 9 . . . . .. --... -- ---・---------- 雫讐ーーー・・・・・・ ・・ . . . . . . . . . ----

407,816 
13.4 38, 150 21. 7 

2,740,849 
I .4 27,958 6. 7 

(5 I) (100.0) (5.6) (2. 7) (100.0) (5 5) 

(;i)I 異常事故を含む。

2 頭数及び件数の対前年度増減（△）率の●の（）内は加入頭数の、また、共済金の対前年度増減（△）率の●の（）内は、
共済金額の対前年度増減率（平成元年度一般共済掛金期間に係るもの）である。なお、病煽に係るものについては、肉
豚の加入頭数及び共済金額を除いて算定している。

3 共済金の欄の 2年度の（）内は、計に対する割合である。

4 肉用牛等の（）内は、胎児・出生子牛に係るものであり、内数である。

5 ラウンドの関係で内訳と計は、一致しないことがある。
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国際協力情報

受精卵移植集団研修コースの概要

斉藤 則夫 (NorioSaito) 家畜改良センター畜産技術協力官

1. 経緯

本研修コースは昭和61年度から開催されて

おり，今年で第 6回目の実施となった。しか

し，その実施場所は昨年度まで旧日高種畜牧

場（現家畜改良センター日高牧場）であった

が，平成 3年度より家畜改良センター本部で

実施されることとなった。これまでの計 6回

の総研修生は14ヵ国31名になる（別表参照）。

2. 本コースの目的

受精卵移植技術は，家畜改良のスピードア

ップ ・優良品種の増殖・種畜導人の低コスト

化等の面で発展途上国においても畜産開発に

有効利用が可能な技術である。

本コースは，開発途上国の受精卵移植に関

与する人材に対し，わが国の最新の受精卵移

植技術について，基礎的知識並びに実用的技

術を紹介・提供することによって開発途上国

において受精卵移植技術を普及・向上させる

ための指導的技術の養成を図り，ひいては途

上国の畜産開発の振興に寄与することを目的

としている。

3. 到達目標

本研修コースの具体的な到逹目標は以下の

とおりである。

① 牛の繁殖生理を正しく理解し，受精卵

移植技術に応用できること

② 牛受精卵の生理および形態を理解する

こと

③ 牛受精卵の採取から処理・移植までの

一連の技術を習得すること

④ 畜産技術としての受精卵移植の意義と

その利用方法を理解すること

⑤ 受精卵移植技術の周辺技術について理

解すること

4. 第 6回の概要

平成 3年度（第 6回）の本研修コースは，

東京における約 1ヵ月の日本語研修の後， 7 

月24日から 9月30日までの間，家畜改良セン

ターにおいて技術研修が実施された。

(1) 海外研修生

中国・韓国・マレーシア・メキシコ・ブラジル

から各 1名の計 5名の研修生が参加した。ち

なみに彼等の出身機関は以下のとおりである。

中国：天津市乳牛育種改良センター

韓国：農村振興庁畜産試験場

マレーシア：家畜バイオテクノロジー研

究所

メキシコ：森林農牧研究所 (INIFAP)

ブラジル：ファロウピラ市地方農業官

(2) 研修カリキュラムの内容

2回の視察旅行（北海道・関西）を除き，

講義・実習共にそのはとんどが家畜改良セン

ターにおいて実施された。一部の講義につい

て 7名の外部からの講師（下表参照）を招聘

した他は，ほとんど全てが改良センターのス

タッフの指導の下に行われた。講義と実習の

畜産技術 1992年 2月号 ~ 



國廉協力情親

その時間配分は約 1: 2であり，実習に重点

を置いた構成となっている。具体的内容とし

ては，模擬移植・ 採卵（変性卵を移植後子宮

還流の練習をする）に大きな時間が割かれる

が，これに加え過排卵処理・卵の鑑別・凍結

保存・培養・マイクロマニュプレーション・

体外受精・卵の染色・超音波診断技術等，関

連技術を含めた広範囲なものとなっている。

［外部講師名簿：敬称略・順不同］

佐藤邦忠（帯広畜産大学）

森純一（大阪府立大学）

武田 哲男（全農飼料畜産中央研究所）

高橋芳幸（北海道大学）

岩住安晃（北海道家畜改良事業団）

塩谷康生（畜産試験場）

阿部猛夫（家畜改良事業団）

(3) 研修成果

本コースのように実習に重きを置いた研修

において問題となるのは，各研修生の技術的

レベルに大きな差のあることである。理想的

には人工授精・繁殖障害の診療等の分野で一

定の実務経験を持つ人が望ましいが，研修生

は書類審査でしか選定出来得ないことからも

この様な差は避けられない。

しかしながら，今回の研修生には土曜日の

休みの時にも出てきて還流の練習をする等，

非常に熱心な人達もいて研修終了までには全

員が採卵・移植等の碁礎的技術を習得するこ

とが出来た。

一度の機会であったが，彼等には凍結融解

卵または体外受精卵を実際に移植してもらっ

たところ， 5名のうち 2名が妊娠に成功した。

彼等にとっては良い思い出となったことであ

ろう。

研修生達の要望を出来るだけコースの内容

に反映させ改善するために，研修途中に中間

評価会，終了時に最終評価会を開いて研修生

の意見を聞いているが，生活面の改善希望’

少しあっただけで，研修自体は全員に満足

いくものであったようだ。

5. 今後の展望

発展途上国における受精卵移植の技術店

はまだまだ限られたものである。しかしな

ら，この技術への潜在需要はかなりのもの：

あり，各研修生が非常に熱心にこの新しいf

術に取り組もうとしている真剣な態度にはt

を打たれた。

例えば，実際にこの技術を利用して東ア―

リカではトリパノゾーマ耐性牛の増殖が試；

られているし，中国では乳牛の増殖に，献

でも優良種雄牛の増殖にと，この技術に対:

る途上国における期待は非常に大きなものく

ある。

人工授精技術さえも満足に普及してない]

展途上国への受精卵移植技術の移転は時期阜

尚だとの危惧の声もあるだろうが，筆者封

●表 国別・年度別研修員数（受精卵移植コース）

国境 国名 61 62 63 I 2 3 計

インドネシア I I 
→ ） 

韓 国 I I I 3 

ジ マレーシア I I I I I 

ア
中国 I I I I 

小計 3 2 2 2 2 3 

中 シリア I I' 
近

,J、計 I l 東 I 

東 ユーゴスラピア I I 

欧 ,Jヽ 計 I I 

メキシコ I I 1 

キュ ーパ I I 

中 グアテマラ I I 

ウルグアイ I I I I 4 

南 パラグアイ I I 

プラジル I I I 3 

米 アルゼンチン I I 1 

チリ I I 

,Jヽ 計 3 4 2 I 3 2 1-5 

計 6 6 5 3 6 5 31 

1

,
 

5
|
m
"-
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はそう考えない。かえって途上国のほうがよ

りこの技術を必要としているともいえる。ま

たこの技術が家畜繁殖技術の総合化されたも

のであるところから，この技術の移転を通じ

てその国の畜産技術の全体的なレベルアップ

に役立つものであると信じている。

問題点としては，この技術の推進のために

はある程度の設備・機具等が必要であり，こ

の理由から研修生が帰国してもこの技術を普

及させることの出来ないことがままあること

である。いわばこのコースは単にソフトの面

で途上国を支援しているだけであり，ハード

的な面では各国の自助努力もしくは他のルー

トを通じての援助とならざるを得ない。

しかしながら，このコースで培われた人的

関係を通じて各国におけるニーズの汲み上げ，

技術の健全な発展等にも寄与していきたいと

考える。

目：．． ，f』：・:! -

賣金協力

ODAとしては，技術協力及び国際機関への

出資・拠出とともに，資金協力がある。

資金協力としては，開発途上国に返済義務

を課さないで資金を供与する無償資金協力と

資金を長期低利で貸付けるもので通常「円借

款」と呼ばれる有償資金協力がある。

無償資金協力は，援助の質を評価する指標

全 国畜産関係者名簿

1992年版 '91 11月1日発行 残部僅少

定価 6,500円（消費税・送料共）

国際協力情親

であるグラント・エレメントで100%となる質

の良い資金協力である。資金は，途上国が必

要とする経済・社会の発展のための計画に必

要な資機材，設備及び役務（技術）を調達する

ために使用される。わが国は，資材等を調達

して現物供与という形態ではなく，必要な資

金の贈与という形態を原則としている。資金

を大別すると，①一般無償援助，②水産関係

援助，③食糧増産援助，④食糧援助等がある。

有償資金協力は，途上国に返済義務を課し

てその国の自助努力を助長するという面があ

るものの，現在の途上国の債務負担を考える

と借款条件をできるだけ緩和し，グラント・

エレメント比率を向上させることが途上国か

ら要望されている。また，資材等の調達先で

特定国に限定しないで国際入札によって実施

するようなアンタイド資金の比率の向上も課

題である。なお， ODAとしての借款は，年利

5 %, 5年据え置きを含む10年の返済期間と

いう例にみられる，グラント・エレメント比

率25%以上であることが要件となっている。

技術協力の動き (1991年11月）
く調査団の派遣〉

0中国天津酪農業発展計画実施設計調査団（モ

デルインフラ整備事業設計調査）： 1991. 11. 5 

~1991.11.17 

0中国黒龍江省酪農開発協力基瑛一次調査団：

1991.11.19~1991. I I .29 

発行所閻畜産技術協会

〒113東京都文京区湯島 3-20- 9 

電話(03)3836-2301 FAX (03) 3836-2302 

取引銀行・富士銀行本郷支店

普通No.504117

郵便振替・東京 1-176486
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地域の動き 岐阜県

令 岐阜はおもしろい

森 弘彦 (HirohikoMori) 岐阜県農政部畜産課

平成 4年NHK大河ドラマ「信長」一KING

OF ZIPANGUーは，美濃の国を舞台に幕を

あけた。

‘‘美濃の国を制するものは天下を制す”とま

でいわれた岐阜県は交通の要として，注目を

浴びてきたが，現在でも日本一恵まれた農業

環境にある。

その 1: 日本のど真中であること。

日本人口分布の中心は，岐阜の北約

45kmの地点にあるが，消費地に近く新

鮮的な距離にあるといえる。いわゆる

「日本のハートランドぎふ」である。

このため，古くから東西からの文化

の交流がある。

畜産でも，特に興味あるのは，食肉

の消費盤である。牛肉は西高東低と言

われているように西日本で消費が多く，

豚肉は逆に東日本での消費が多いが，

本県は全国平均にほほ同じである。

その 2: でっかい標高差があること。

海抜 0メートルの伊勢湾に近い水

郷・輪中地帯から北アルプスの海抜

3,000メートルの飛騨まで気象条件は

様々であり，農産物メニューも多種多

様で250種以上もあり，自然条件を生か

した展開を図ることができる。

その 3: きれいな水が豊かであること。

県内には，揖斐・長良・木曽の木曽

三川をはじめ 6つの大きな水系をもち，

県内延長は3,000キロメートルを超え

ると共に昔から「飛山濃水」と言わt
ているように山紫水明の日本一きれ＼

な河川を有している。

その 4: 豊かな緑があること。

山林面積比82パーセントは日本/J)f

ップクラスにあり，山の緑は澄んだ§

気の生みの親，おいしい空気が一杯

ある。県内には27カ所の公共牧場がi

り， 3,000ヘクタール以上の牧場面積を

有し，霊峰御岳山や乗鞍岳の裾野にE

がる風光明眉な牧場も多い。

その 5: さんさん太隔が豊かであること。

岐阜の日照時間は， 2,257時間と全〖
ーである。

生命と健康と味を育てる太隔が豊〗
であり，大きな自然の恵みといえる。

その 6: 匠の技があること。 l 
飛騨の一位一刀彫，春慶塗，美紺

刃物，美濃焼など飛騨の匠，美濃雌

が昔から伝統を引き継いできており，

農業にも本物づくりの技が光っている

その 7: 温かい人情があること。

親孝行で有名な養老の滝伝説もある

ぎふは，古く良き伝統を保つ日本のふ

るさとである。

この七つの恵まれた農業環境の中， El衣

すぐれた農作物づくりを推進している。

県では， 21世紀に向け本県農業・農村叫

れた諸条件を最大限に活用し，本県ならでI,

の農業・農村を構築するため‘‘個性と魅力゜

＠ 畜産技術 1992年 2月号



創造”を甚本理念とした「ぎふ21世紀農業ビ

ジョン」を策定した。

21世紀に向けた岐阜県農業の方策

0基本目標

1 . 個性ある農業生産の構築

2. 魅力ある農村の構築

本県の農業は食料の安定供給に重要な役割

を果しつつ発展してきたが，今後更に内外情

勢の変動に伴う，社会，農業環境の変化に対

応するため， 自力， 自助の精神を甚本に，人

間の最も根源的な営みである食料の生産の見

地から，足腰の強い農業生産を目指し，また，

農村居住環境の創出，都市と農村交流等によ

る農村の人的・物的資源を活用し，‘ゆとり”

と"やすらぎ”のある社会の構築を目指す。

〇目標達成への基本方針

国際化の進展，国民ニーズの多様化の進展

などに即応した21世紀の農業・農村の実現を

図るためには，基本目標である「個性ある農業

生産の構築」と「魅力ある農村の構築」を目指

す。このため，次の方針に基づいて各種施策

を展開する。

① 低コスト農業の確立

② 県農産物のブランドの確立

③ 企業マインド農家の育成

④ 健康で豊かな食生活の提供

⑤ 魅力あるふるさとづくりの推進

岐阜県の畜産振興方向

0個性と魅力の創造のための畜産振興

地域の特性を生かして，輸入自由化や産地

間競争に対応し得る経営構造に体質を改善す

ると共に企業マインド農家などの育成確保に

努め，「畜産物味日本一ぎふ」を目指した畜産

●表 l 酪農の現状と見通し

1987年

20,800頭

86,420 t 

2000年

22、800頭

98,900 t 

の展開を図る。

(1) 酪農

、 需要に見合った計画生産を甚本とし，優良

乳用牛群の確保・自給飼料基盤の確立・集送

乳の流通改善などにより，収益性の高い安定

した酪農経営を展開する。

このため県では，県営牧場において昭和48

年より，乳用牛資源の確保及び酪農経営の合

理化を図るため，優秀な乳子牛を育成し，こ

れを農家に供給している。

主な方策として，

●牛群能力向上対策，飼養管理技術改善対

策の促進

●受精卵移植技術など新技術の開発・普及

の推進

●乳業工場の統合，余乳集中処理施設の整

備促進

(2) 肉用牛

優良種畜の作出，飼料自給率の向上，一貰

生産体制の取り組みなどによる安定した経営

の中で，全国に誇り得る銘柄牛「飛騨牛」を

中心とした肉用牛生産を展開する。

「飛騨牛」の銘柄化については，本誌に以前

掲載されたので詳細は省略させて戴くことと

して主な動きについては下記のとおりである。

昭和59年度 県有種雄牛「安福」号の産肉

能力検定に合格

岐阜県和牛交配要綱を制定

60年度県下全域肉用牛生産者組織

「岐阜県肉用牛連絡協議会」が発足

62年度 飛騨牛銘柄推進協議会が発足

こうした動きと経済的に肥育技術の定着に

より，急速的に優秀な飛騨牛が生産されるこ

ととなった。

また，県では，県営牧場において，昭和62

●表2 肉用牛の現状と見適し

区 分

肉用牛飼養頭数

肉牛出荷頭数

1987年

40, I 00頭

29,340 t 

2000年

53,300頭

30,230 t 

畜産技術 1992年 2月号 dり



年度より肉用牛資源の確保及び肉用牛経営の

合理化を図るため牧草地を利用して優秀な子

牛を育成し，これを農家に供給を行っている。

主な方策として，

●飛騨牛系統固定推進事業の強化

●高品質牛肉生産技術の研究と普及，受精

卵移植技術などの活用促進

(3) 養豚

需給調整対策への的確な対応に加え，健康

志向，高品質など多様なニーズを踏まえた銘

柄豚肉の生産，特色を生かしたハム・ソーセ

ージなど豚肉加工品の生産を展開する。

このため，生産性及び豚肉品質の向上の根

幹となる純粋種豚の改良とその活用を組織的

かつ効率的に進め，本県独特の銘柄豚を作出

し養豚農家経営の安定を図るため，県畜産試

験場で大ヨークシャーの系統造成を推進して

いる。

主な方策として，

●環境保全整備，電算システム活用による

経営改善の推進

●系統豚の造成・普及などの促進

(4) 鶏

ひな生産県として優秀な形質を備えたひな

を推進すると共に種鶏改良を継続してゆく。

県養鶏試験場を中心に「おいしい卵と鶏卵づ

くり」を展開する。

① 採卵鶏

需要動向に見合った計画的な生産出荷体制

を確立すると共に鮮度・高品質・規格の均一

化などニーズに合った生産を展開する。

主な方策として，

●育種改良の研究甚盤の整備推進

●卵質検査体制の強化，新鮮鶏卵流通体制

の整備促進

●表3 養豚の現状と見通し

区 分

豚飼養頭数

肉豚出荷頭数

1987年

136,500頭

241,722 t 

R 畜産技術 1992年 2月号

2000年

I 51,000頭

286,630 t 

●表 4 採卵鶏の現状と見通し

区分

採卵鶉飼養羽数

鶏卵出荷量

1987年

6,293千羽

70,700 t 

●表 5 ブロイラーの現状と見通し

区 分 1987年

プロイラー飼養羽数 2,746千羽

食鳥出荷羽数 I 13,4ss千羽

② プロイラー

2000年

6,240千羽

86,000 t 

2000年

3,120千羽

16,400千羽

低コスト生産を進めると共に，高品質で笈

全性の高いフレッシュ肉の生産を展開する。

主な方策として，

●高品質鶉肉系統造成事業の推進

●食鶏処理加工場の整備促進

(5) 養蜂

蜂蜜・ロイヤルゼリ ー等健康食品の原料と

して， また果樹・施設園芸の花粉媒介昆虫と

して推進する。

主な方策として，

●「花の都ぎふづくり」の一環として県の[

「れんげ」栽培の拡大，及び蜜源樹木if)

植栽の促進

●花粉媒介昆虫としての利用拡大の促進

(6) 飼料作物 l 
飼料自給率の向上，生産費の低滅を國

るため，水田，牧草地などを活用した位

料生産や未利用査源の飼料化を進める。

主な方策として，

●既存草地の再編整備・公共牧場の靡

率的活用等の促進

●転作田及び山林原野等開発可能地I!)

草地化の促進

●表 6 飼料作物の現状と見通し

区 分

飼料作物栽培面積

うち草地面積

1987年 2000年

5、530ha

2,61 Iha 3,460ha 
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文献X情報 ；
 肥育豚に対するウエットフィーテングとドライフィーテングの比較

N. Walker 

A comparison of single -and multi-space feeders 

for growing pigs fed non-pelleted diets ad libitum 

Animal Feed Science and Technology, 30 (1990) 169-173 

体重39.6kgの交雑豚540頭を用い， 4種類

のドライフィ ーダーと 2種類のウェットフィ

ーダーによる肥育試験を行った。 ドライフィ

ーデングでは給餌器から 3mの所に給水器を

設置しており，ウエットフィーダーは飼槽内

に給水器がセットされている。

ドライフィーディング間においては飼槽の

日の 5頭口と 1頭口および口の広さ (210,160

mm)の差は増体日量に及ぼす影響はみられ

ず，いずれも760-768gであり，飼料摂取最に

も差はみられなかった。 ドライフィーデング

とウエットフィーデングとの差については，

ウエット区の増体量は849gおよび854gとな

り， ドライ区に対して有意差が認められた。

また飼料摂取量もウエット区は有意に多く，

飼料要求率も 1試験は優れた。しかし背脂肪

の厚さはウエット区は有意に厚くなった。

ウェットフィーダー，デザインのポイント

32-PIG INTERNATIONAL-MAY (1989) 

ヨーロッパでのウエットフィーデングの現

状を報告している。北ヨーロッパでは離乳豚

から仕上豚までウエットフィーダーでの飼育

が非常に人気が出ている。給餌器の大きさは

離乳豚20cm, 育成豚30cm,仕上豚40cmで，

豚の頭と肩が飼槽に完全に入ることが重要で

ある。豚は頭が入っていると，周囲に注意を

忘れ，安心し快適に飼料を摂取できる。この

ような飼槽では，飼料を摂取している豚を他

の豚が追い出すのは困難である。 1台の給餌

器で7-15頭飼育できる。 2時間連続して観

察した結果， 10頭の豚が延43回飼槽に頭を入

れその平均時間は 2分で， 10秒から 5分間の

幅があった。

試験成績では，ベルギーのMerelbeke農業

試験場の成績では， 25-lOOkgの豚で増体量

が10%改善された。英国のNACpig unitsで

は， 90kg到達日数が 1週間早くなった。北ア

イルランドの試験では，増体日最はドライ 790

g, ウエット 850g,飼料要求率は2.81対2.75, 

背脂肪厚は巳部位で12.80mmに対し14.00

mmとなり，ウエットは飼養成績に優れるが

厚脂となった。

飼料要求率の改善は飼料のこぱしの減少が

主である。また，飼料摂取量も4.7%多かっ

た。体重35-87kgの間，飼料 1kgに対し，ウ

エット区の飲水量は1.9-2.0Qであり，通常

のものは2.5-3.3Qであった。

（森淳農水省畜試）

畜産技術 1992年 2月号 . 



IBR生ワクチンウイルスの流産起病性に関する検討

Miller. J. M. et al 
Determination of ability of a thymidine Kinase-negative deletion mutant 

of bovine cerpesvirus-1 to Cause abortion in cattle 
Amer. J. Vet. Res. 52, 1038-1043 (1991) 

［訳者注：米国アイオワ州エイムス市にある

米国農務省国立動物病研究センターからの報

告。近年米国では，通常の継代方法で弱毒化

した変異ウイルスを用いて作製した市販の生

ワクチンの中には，これを妊娠牛の筋肉内

(IM)に接種すると流産を起こすワクチンの

あることが問題となっている。ただし，鼻腔

内噴霧による接種を行った場合には流産は起

こらないという。 Kit,S. ら (1986) は， IBR

ウイルスのチミジンキナーゼ (TK)の産生に

係わる遺伝子の部分が流産起病性に関係する

と報告しているが，本報告は， Kitらの成績が

正しかったことを裏づけるものである。訳者

の知る限り，わが国では， TK迫伝子と流産の

関係については調べられていない。］

IBRウイルス・クーパー株（強毒株）の遺伝

子を操作して， TK迫伝子部分を欠損しだ

イルス (TK-ウイルス）を作製した。こIJ)r

イルスを初産牛 6頭のIMに接種した。対愚

して， TK+の原株を同数の初産牛に接種

た。試験区，対照区のいずれにおいても， r

イルス血症の発生とウイルス中和抗体の産t
が認められた。鼻腔及び腟からのウイルス［

収率は，対照区の方が高かった。問題の溺

に関しては， 1例の事故例を除き試験区で，；

流産例は皆無であったが，対照区では， H
中5例で流産の発生が認められた。この結見

IBRウイルスからTK遺伝子を削除すること

によってウイルスの流産起病性を滅弱させ得

ることが確認された。

（高取一郎 農水省家衛試）

十牛図

山田無文著

禅文化研究所刊 177頁 (1982)

日頃，牛と人間との関係が希薄となりがち 跡〕深山に入りようやく牛の足跡を見つけるl
な放牧牛の行動制御に骨を折り，これを自由 〔3.見牛〕牛の声がはっきり聞こえ，牛り
自在に操れたらと思う。古くから禅の世界で 影を見い出す。〔 4.得牛〕野性の強い牛でb
は「悟り」をイメージするために，ままなら る。やっとの思いでつけた手綱も油断すると
ぬ自己精神のたとえに牛が登場する。 すぐにふりきられてしまう。〔 5.牧牛〕廿点

『十牛図』は，北宋の末頃 (12世紀）に廓庵 を経て飼い馴らされた牛は，ついに身にそう
師遠禅師によって禅門の修道者の求道の手引 影のごとく従うようになる。〔 6.騎牛帰釦
として作られたものである。人間が本来もっ 手ならした牛に騎ってわが家へ帰る。
ている仏性を中国で最も身近な動物のひとつ 悟りを開いてもとの無常の世界に帰って〈
である牛にたとえ，その仏性を求める修行の れば牛の出番はおしまいである。以下， 7.'じ＇

プロセスを牧童が牛を飼い馴らすのになぞら 牛存人， 8.人牛倶忘， 9.返本遠源， 10.入

えて， 10枚の絵と漢詩で表現している。 廓垂手と修行は続く。
〔1. 尋牛〕飼っている牛を失った牧童は， （小迫孝実 農水省四国農的

自分の牛を探そうと発心し出かける。〔 2.見

⑮ 畜産技術 1992年2月号
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麒水産分野等1コ対る組
換え体の利用のための指針

古賀政男(MasaoKoga) 

農林水産省農林水産技術会議事務局

パイオテクノロジ一課

「農林水産分野等における組換え体の利用

のための指針」は，厚生省及び通商産業省の

指針と同様に組換え体の産業利用について農

林水産省が定めたものて‘‘ある 。本指針は，他

省庁の指針と比較すると，①対象分野が農林

水産業食品産業その他これらに関連する 産

業分野（農林水産分野等）てあること，②エ

場などの一定の封じ込め条件下における利用

のはか，開放系における利用を目的とする利

用についても定めていること，③組換え微生

物の利用のはか，組換え植物及び動物をも想

定した指針となっており，組換え体の種類こゞ

とに利用のあり方を定めていること， といっ

た特徴を有している。

指針の内容

1'農林水産分野等において組換え体を利用

しようとする者（事業者）は，組換え体の特

性について安全性評価を行ったうえて‘ヽ，組換

え体の種類及び利用形態並びに安全性の程度

に応じて，以下のように組換え体を利用する

こととしている 。

1)組換え植物

（ア）模擬的環境利用

晨産物などの組換え植物を栽培する場合，

実験段階ての結果などを踏まえて，組換え植

物が栽培される環境を模した，一定の区画さ

れたは場（試験用の畑）等て‘ヽ，開放系におけ

る利用の安全性を確認するための試験を行う

こととする。

（イ）開放系利用

模擬的環境利用により安全性が確認された

ものについては，通常の植物と同様の取扱い

がて‘‘ きる 。

2)組換え微生物

（ア） 生産工程における利用

組換え微生物をタンク内て‘‘培養し，食品用

酵索などの有用物質を生産させる場合，極め

て安全性の高い微生物はGILSP (優良工業

製造規範）利用として最小限の封じ込め条件

下て‘‘利用てきるものとする 。 その他のものに

ついては，カテゴリー 1から 3利用の各利用

区分に分類し， それぞれ一定の封じ込め条件

下て利用するものとする 。

（イ） 開放系利用を目的とするものの利用

組換え微生物を農薬，肥料，生ワクチンな

どとして利用することが考えられるが， この

場合，安全性に関する十分な知見の集積に努

めるものとし，当面，実験段階における知見，

海外の野外試験の動向などを踏まえ，具体的

な安全性評価のあり方を今後さらに検討する

こととしている 。

3)組換え動物

本指針は，組換え動物も対象としているが，

その取り扱いについては当分の間， 一定の管

理された環境て‘飼育管理を行うものとし，詳

細な規定を設けていない。これは，動物とい

っても大型家畜から魚介類，昆虫と多種多様

てあること，平成元年 4月に指針を策定した

段階ては組換え動物の開発の動向について更

に検討する必要があったことなどによるが，

最近，実験動物の分野て‘‘実用性の高いものが

作出されているのて‘， こういったものを念頭

に置いた審査基準の策定の作業を進めている。

2 . 組換え体の利用に当たっては，組換え体

の種類，利用区分などに応じ，必要な設備 ・

装置を設置することなどにより，安全を確保

しながら作業を行うことと している。

以上，指針のことも含めて組換えDNA技

術の利用につい てより詳 しく知りたい向きが

あれば，当バイ オテクノ ロジ一課に相談いた

だければ幸いと存ずる。

畜産技術 1992年 2月号 。



一 平成 E年度「食料需給表」

国民 l人・ 1年当たり供給純食料

米をはじめ多くの農産物の需要が減少ない

し停滞傾向て推移している中て‘ヽ，畜産物の需

●国民 l人・ 1日当たり供給熱量，たんばく質置

要はかつてのような高い伸びてはないも0

比較的安定的に増加。

（単位： Kcal, g, 

動物性たんぱく質

畜 産 物 植物性た たんぱく
熱I水産物 計 んばく質 質合計

区分
牛肉 豚肉 鶏肉 その他肉 鶏卵

牛乳・
4ヽ計

乳製品

昭和40年度
0.7 1.4 I .0 0.4 3.8 3.0 10.4 15.5 25.9 49. I 75.0 

2 .458.i (0. 9) (I .3) (I .3) (0. 5) (5. I) (4.0) (13. 9) (20. 7) (34.5) (65.5) (100.0) 

45 
I.I 2.5 2.0 0.6 4.0 4.0 15.0 16.0 30.9 47.2 78.1 

2.Sm (I .4) (3.2) (2.6) (0.8) (6.3) (5. I) (19. 2) (20.5) (39 .6) (60. 4) (100.0) 

50 
I .3 3.4 2.8 0.8 4.6 4.2 17.3 17.7 35.0 45.2 80.2 

2.SIH (I 6) (4.2) (3.5) (I.I) (5. 7) (5.2) (21 .6) (22. I) (43.6) (50.4) (100.0) 

55 
I .8 4.5 4. I 0.6 4.8 5.2 21. I 18. I 39. I 43.9 83.0 

2.561.1 (2.2) (5. 4) (4.8) (0. 7) (5.8) (6.3) (25.4) (21 .8) (47. I) (52.9) (100.0) 

60 
2.2 4.8 4.9 0.5 5.0 5.6 23.0 18.5 41. 5 43. I 84.6 

2. 591.0 (2 .6) (5. 7) (5.8) (0.6) (5.9) (6.6) (27. 2) (21. 9) (49. I) (50.9) (100.0) 

62 
2.5 5.2 5.4 0.5 5.5 6.2 25.3 18.6 43.8 42.0 86.7 2. 620.1 (2.9) (6.0) (6.2) (0.6) (6.3) (7. 2) (29.2) (21 .5) (50.5) (49.5) (100.0) 

63 
2.7 5.3 5.6 0.4 5.5 6.7 26.2 19.0 45.2 42.8 88.0 2.830.5 (3. I) (6.0) (6.4) (0.5) (6.3) (7 .6) (29.8) (21.6) (51 .4) (48.6) (100.0) 

元
2.7 5 3 5.6 0.4 5.6 6.6 26.2 18.8 45.0 42.8 87.8 2.633.0 (3. I) (6. 0) (6. 4) (0. 5) (6.4) (7 .5) (29.8) (21 .4) (51 .3) (48. 7) (100.0) 

2 3.0 5.3 5.5 0.4 5.6 6.8 26.6 18.8 45.4 42.4 87.8 2 .636.' （速報） (3.4) (6.0) (6.3) (0.5) (6.4) (7. 7) (30.3) (21.4) (51. 7) (48. 3) (100.0) 
資料：農林水産省「食料需給表」

注： I ( )は構成比である。

2 50年度以降は沖縄県含む。

3 鯨肉は水産物とした。

国民 1人・ 1日当たり供給熱量，たんばく質量

供給熱量は，畜産物，て‘んぷん，油脂類が

増加した一方，米，豆類が減少したことから，

全体て‘‘はほぼ前年度並みの2,636. 7kcal。

供給たんぱく質量は，近年は横ばいないし

微増て‘推移し，前年度と同水準の87.8g。この

●国民 l人・ 1年当たり供給純食料

区分 穀類
うち米

果実 肉類
うち牛肉

昭和40年度 145.0 111. 7 28.5 7. I I .5 
45 128.2 95. I 38. I 12.2 2. I 
50 121 .5 88.0 42.5 16.9 2.5 
55 112.9 78.9 38.8 22. I 3 5 
60 107.9 74.6 36.8 24.8 4.4 

62 105.2 71. 9 39. I 27.3 5.0 

63 104.2 71.0 38.6 28. I 5.4 

元 103.7 70.4 37.8 28.3 5.5 
2 103.5 70.0 37.3 28.6 6.1 

（速報）

うち豚肉

3.0 

5.3 

7.3 

9.6 

10.3 

11 .2 

11.4 

11 .5 

11 .5 

中て‘，動物性のたんぱく質の割合が高まり，

2年度は51.7%。また，動物性たんば濯

うち畜産物の占める割合は， 51年度に水産ti
と逆転し， 2年度は58.6%。

（単位： k& 

鶏卵
牛乳・

魚介類 砂糖類 油脂類
うち鶉肉 乳製品

I .9 11.3 37.5 30.2 18.7 6.3 

3.7 14.5 50. I 32.8 26.9 9.0 

5.3 13.7 53.6 35.8 25. I 10.9 

7.7 14.3 65.3 35.2 23.3 I 2.6 

9. I 14.9 70.6 36. I 21. 7 I 4.0 

10. I 16.3 75.8 36.7 21. 5 14.1 

10.4 16.4 81 .3 37.0 21.5 I 4.1 

10.4 16.5 80.6 37.0 21.0 I 4 .2 

10.3 16.5 83.2 37. I 21.0 14.3 

資料：農林水産省「食料需給表」 ；主： I 50年度以降は沖縄県を含む。 2 鯨肉は魚介類とした。
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＊トピックス

家畜伝染病予防法施行40周年記念式典の開催

去る12月10日，標記式典が農林水産省と（ネ±)

H本獣医師会の共催により虎ノ門パストラル

において開催された。式典では，多数の国会，

省庁，都道府県，獣医師会，関係団体等の来

賓が出席する中，二田農林水産政務次官，杉

山日本獣医師会々長の挨拶のあと，功績者表

彰として農林水産大臣代・状（受買者48名）， 畜

産局長札状（同48名）， 日本獣医師会々長表彰

状（同146名）の授与が行われた。式典に引き

続き，山内一也東京大学医科学研究所教授の

記念講演，祝宴が開かれ，式典同様多数の来

賓を得，盛会裡に記念式典の全日程を終了し

~o 

なお，この家畜伝染病予防法の施行40周年

を記念して，家畜伝染病予防法施行40周年記

念出版事業協賛会から「家畜疾病カラーアト

ラス」（農林水産省畜産局衛生課監修）も近々

に出版されることとなっている。

平成4年1-6月期の配合飼料価格

全農は，平成 4年 1-6月期の配合飼料価

格を全国・全畜種総平均で約900円／トンの値

下げを行うこととした。

配合飼料価格は，従来から，原則として 6

カ月毎に設定されているが，円高の進展や原

料価格の安定化から原料コストが低下したた

め，値下げ決定となった。

なお，今回の値下げに伴い，本年 7月の価

l 格訂正 (900円値上げ）時以降，補てんされて

いた900円の補てん金が打ち切りとなるため，

1 農家の購入価格は変らない。

_,. 

<] <] <] <] <] <] <] <] <] 

国産実用鶏の新銘柄発表される

家畜改良センターが中心となり，県・民間

組織の協力を得ながら造成を進めてきた国産

実用鶉がこのほど完成し，卵用種「ホープ」，

肉用種「はりま 1号」の 2銘柄が発表された。

いずれも，数多くの組合せ能力検定の結果か

ら選定されたもので，今後の活躍が期待され

ている。各銘柄の特長は次の通り。

「ホープ」は，「ノーリンクロス」に替わる

実用鵠として作出されたもので， 日本の飼蓑

環境に適する飼い易い鶉であるとともに，長

年の抗病性育種の成果により育成率，生存率

に優れ，産卵能力も極めて高く，かつ，中玉

の割合が高く商品価値の高い鶉卵を生産する。

「はりま 1号」は，「ノーリン502」に替わる

実用鶏として作出されたもので，強健性，温

順性に富む飼い安い鶉であるとともに，特に，

腹腔内脂肪の沈着が少なく飼料の利用性に優

れる。体重や胸はりも改善されバランスのと

れた商品化率の高い鵠である。

農林水産省家畜改良センター本所の新庁舎な

と完成

一昨年に設立された家畜改良センターでは，

①家畜 ・家きんの改良増殖， ②畜産新技術の

開発・実用化，③海外技術協力及び畜産技術

者の研修，④飼料作物種子の生産・検定，⑤

実験動物の改良増殖及び有用遺伝資源の維

持・確保等を主要な業務として取り組んでお

り，体制を整備するため，牧場の統廃合と併

せ，計画的に施設等の整備が進められている。

このほど施設整備の一環として，センター本

所（福島県西郷村）の庁舎，実験棟，海外研

修施設等が完成し，この 1月から新しい庁舎

での業務が始まった。

畜産技術 1992年 2月号 . 
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、
新庁舎 (2階建，延べ面積約3,050mりは，

事務室のほかに講堂，展示室を有し，新庁舎

併設の実験棟（平屋建，約850mりは，センタ

ーにおける新技術の開発 ・実用化の拠点とな

る施設で，胚操作のための各種設備や枝肉 ・

食肉分析関係の設備等を備えている。また，

海外研修施設 (2階建， 延べ面積約660mりに

は，講義室のほか一度に16名までの研修員を

収容で きる宿泊設備が完備されている。

● ETチャレンジ50の達成機関

実 施 機 関

ETチャレンジ50の達成機関（平成 2年度1

畜産局は，昭和62年度から，①ETによる

胎率が50%以上，②ETによる年間受胎扉

が50頭以上，③こうした機関を全国に50カ

以上育成しようという「ETチャレンジ50」

ャンペーンを実施してきたが，平成 2年屈

「達成機関」は前年度より 9機関増加し， ＇

下の30機関となった。

（平成 2年度）

受胎頭数丁憂00王→
（頭）（％）

荒木獣医科診療所（熊本県） 3 8 4 6 0 
宮城県畜産試験場 I 2 0 6 3 
ホクレン畜産実験牧場 (HLIAJ北見事業所） 6 2 6 4 
三原郡酪農農業協同組合乳牛改良センター（兵庫県） 5 5 6 0 
託麻家畜診療所付属移植センタ -:- (熊本県） 5 I 6 4 -------------------------------------------------------------------------------
雪印乳業（掬受精卵移植研究所（北海道） 5 I 9 5 5 
中部飼料（掬下山実験牧場 （愛知県） 3 6 7 5 6 
（社）家畜改良事業団 2 6 I 5 3 
群馬県畜産試験場 2 3 2 5 2 
全農飼料畜産中央研究所（茨城県） I 9 3 5 I 
熊 本県酪農業協同組合連合会 I 8 5 5 3 
北海道農業開発公社十勝育成牧場 I 8 0 5 9 
雪印乳業（掬青森工場 I 5 6 5 7 
宮城県農業共済組合連合会 I 4 I 5 I 
那須技研ETセンター（栃木県） I 3 I 5 4 
山口県畜産試験場 I I 3 5 I 
雄武町農業共済組合（北海道） 9 9 5 8 
東肥畜産農業協同組合（熊本県） 8 8 5 I 
（社）熊本県畜産開発公社西原公共育成牧場 8 0 5 5 
雪印乳業向別海工場（北海道） 7 9 5 3 
東イ白町農業協同組合（鳥取県） 7 3 5 9 
小岩井農牧諒（岩手県） 7 3 5 3 
西紋ET協議会（北海道） 6 9 5 5 
愛知県積畜センター 6 5 5 3 
鳥取県畜産試験場 6 5 5 3 
熊 本県農業研究センター畜産研究所 6 3 5 4 
埼王県畜産試験場 5 7 5 2 
秋田県畜産試験場 5 4 5 5 
上田家畜繁殖クリニック（静岡県） 5 3 5 5 
（社）秋田県畜産開発公社 5 I 5 9 

I> I> I> I> I> I> I> I> [> 

合トピックス

◎ 
「松阪肉牛共進会」

和牛のブランド「松阪牛」の 3年度の最高

位を決める 第42回松阪肉牛共進会が11月28日、

松阪市の県経済連松阪家畜市場で開かれ、予

選を経た50頭の兵庫県但馬産の黒毛和種雌が

その姿を競った。見事優秀賞ー席を受賞 した

のは、飯南郡飯南町の栃木治郎さんの育てた

<] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <] <J <1~< 

「ふく よし」で3000万1000円でセリ 落とさ1

た。「ふくよし」は兵庫県氷上郡生まれ、 夏

3年10か月の雌、体高1,27m、体重636kg、t

育度指数500,8で審査講評は「特に体上緑枡

画的に美しく、肉の乗りも良い、均称、 賣：

ともに優れている」とされた。セリ市(/)附

価格は383万6020円、 二番目の高値は1sof
円。 （岡屁

R 畜産技術 1992年 2月号



一
千藁県畜塵技術者

遍餡協議会だより

1 千葉県畜産技術者連絡協議会の紹介

閻畜産技術協会の新発足に伴い，その 1号

会員たる県組織として当協議会が発足して 1

年余が経過しました。

会員数は，当初，旧技術連盟の会員の方々

を中心とした34名でしたが，現在では65名に

増加しています。

会員の所属をみると，県機関が53名，県内

の団体3名，その他個人が 9名であり，県の

職員が多くなっています。

今後は，関係団体等にも広く PRをし，加入

促進に努めるとともに，会員相互の交流と畜

産技術の情報提供・交換等を通じ，組織の充

実，活動強化を図ってまいりたい。

2 千葉県畜産の概況

平成 2年の県畜産粗生産額（概算）は， 1,152

億円で，農業粗生産額の 4分の 1を占め，野

菜 (1,830億円），米 (1,077億円）と並んで畜

産は本県農業の碁幹作目であります。

畜種別には，豚が423億円で畜産粗生産額の

36.7%を占め，次いで乳用牛が394億円（同

34.2%), 鶉268億円（同32.2%), 肉用牛62億

円（同5.4%) となっています。

家畜の飼養状況は別表のとおりですが，地

域的には，＇＇南牛北豚”と言われ，酪農発祥の

地として知られる安房地域を中心とした県南

部では乳用牛が多く，一方，県北東部の畑台

地は，古くから養豚が盛んであり，県内の主

産地を形成しています。また，養鶉は，県中

南部及ぴ北部地域で大規模な企業的経営が多

く展開されています。

畜産農家の減少が全国的に問題となってい

ますが，本県においても，各畜種とも，小中

規模飼養陪を中心として戸数の減少が続いて

おり，特に最近では，総じて減少率が高まり，

全国平均よりも高い減少率となっています。

こうした中で，乳用牛頭数は昭和59年以降

減少が続き，生乳生産絨も伸び悩んでいる状

況にあります。肉用牛は，全体としては増加

傾向にありますが，酪農県の特性から乳用種

が約 8割を占めています。豚については，飼

養規模の拡大により，増加傾向で推移してき

ましたが，戸数減少の大きいこともあり，平

成 3年では減少に転じています。また，採卵

鶉は増加傾向，プロイラーはこれまでの減少

傾向から平成 3年は大幅な増となりました。

千葉県畜産技術者連絡協議会と畜産の概況

を紹介しましたが，畜産をめぐる内外の諸情

勢が大きく変化する中で，対処すべき課題も

多くあります。

消費者ニーズに即した良質畜産物の安定供

給と畜産の健全な発展のため，畜産技術の進

歩• 発達は不可欠であります。

閻畜産技術協会はじめ，会員各位の一層の

発展を祈念いたしますとともに，本県畜産振

興のため，従前に増しての御支援・御協力を

お願いいたしまして会員だよりとします。

（山田幹博）

●表 千葉県における家畜飼養状況
（単位：戸，頭，千羽）

区 分~ 戸数 頭羽数 全国順位

乳 用 牛 3. 160 78.900 2位

肉 用 牛 870 46.800 20位

豚 I .580 580.900 6位

採卵鵠（成鶏） 360 6.965 3位

プ ロ イラー 59 2.698 14位

畜産統計、平成 3年 2月 1日現在

採卵賤は成錢300羽以上

叩産技術 1992年 2月号 。



一
畜薩経営及び貪肉流通の

環境保全につくして15年
財）畜産環境整備リース協会

◆ 畜産の環境整備の一翼を担うリ ース事業

我が国の畜産は，畜産物需要の増大に支え

られて戦後目覚ましい発展をしました。昭和

40年代には，規模拡大が一層進むなかで農村

の混住化も進展して，畜産経営に起因する環

境汚染問題が深刻化し，経営の存続すら阻害

されるまでになりました。

国では，環境汚染問題の解決について各種

施策を講じ， とくに「畜産環境保全対策を積

極的に講ずること」と云う昭和51年 3月の畜

産振興審議会の建議にも応え，畜産振興事業

団の助成により，畜産経営の環境整備に必要

な機械・装置を貸付けする「畜産環境整備リ

ース事業」を実施することとし，これの事業

主体として，昭和51年 9月財団法人畜産環境

整備リース協会が設立されたのであります。

また，昭和57年度からは，食肉流通をめぐ

る環境整備の一環として，食肉販売合理化に

必要な機械・装置を貸付ける「食肉販売合理

化施設整備リース事業」が開始されました。

当リース協会の事業は，これらの貸付事業

に併せて，畜産環境整備に関する調査研究及

び情報の提供の事業を行っており，情報の提

供については，「畜環リース情報」「食肉機械

リース便り」を発行しております。

◆ リースの仕組み

リースはわが国に入って20年余りですが，

近年目覚しい発展を遂げ今では 8兆円となっ

て設備投資の主要産業となっております。

当協会で扱うリ ースは，ファイナンスリ ー

スで，機械 ・装置の維持，修理費等の危険負

担は，末端借受者であるユーザーにあること，

R 畜産技術 1992年 2月号

ユーザーは契約期間中は中途解約が出来な

こと，契約当事者は貸付者，ユーザー及び：

件の販売者であって，ューザーに渡った物

のアフターサービス等は販売者が受け持つ：

とになっております。

◆ 当協会の リースの特長

① 借受者は，頭金なしで借りられ，剪

金利（附加貸付料）は， 4.0%(共同利用(j,

2.8%)となっており，一般金融にくらべてri
利であること。②機械銘柄や購入先更に恥

金額は借受者が決め，いつでも申請が出来；

貸付終了後は借受者のものとなります。

◆ 畜産環境整備リース事業

① 貸付の相手方

借受者は，畜産農業者または 2戸以上でi
成する集団等で，経済連，県酪連，配合餅

甚金協会等を通じて貸付けを行います。

② 貸付けの対象機械

ふん尿の処理利用機械では，発酵機，炭

ュームカ バ ／クリナー，脱臭装置等，

粗飼料給与改善機械では，サイロ，コンプ

ートフィーダーと附属機械となっておりまf

◆ 食肉販売合理化施設整備リース事業 ~ 
① 貸付けの相手方

借受者は，食肉小売販売店及び卸売業者＜

あって，前者は，県食肉事業協同組合連合§

等を通じて貸付けを行います。

② 貸付けの対象機械

冷凍機，冷蔵冷凍庫，ショ ーケース，僻

車， ラベアー，フラ イヤー， ミートスライ'

ー，包装機， ロースタ ー等となっておりが

以上，当協会の概要をお示ししましたが，

今後一層の御支援をお願い申し上げます。

（山本康太狐1
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職場にてつれづれに想うこと

続臨機応変
阿部亮 (AkiraAbe) 

この国には一体に西洋の物を有難がる風潮

が強い。それは研究者にも言える。 ADF,

NDF, 蛋白質の溶解度が世界の共通語という

ことを金科玉条としている間に，外来語手法

は日本中を席巻し，それに抗して新しい言葉

なり，技術を開発する元気を失ってしまう。

‘ほぞを噛む”のはそこである。

昭和50年代の中頃， 日本の研究・技術陣で

も要素技術としてはかなりのものを持ち，動

員可能な研究ポテンシャルも備えていた。

では何故アメリカ酪農技術だったのか？

一つには人がいなかった。スーパーバイザ

ーたりうる研究実績と酪農技術に対するビジ

ョン，情熱，指導力を持ち，そして欲を言え

ばカリスマを兼備えた人が。そしてもう一つ

は試験場で高泌乳牛を飼い得なかった，デー

タを持っていなかったという事がある。

一人のスーパーバイザーを求めるのが無理

ならば今の日本の研究→技術→普及の流れの

仕組みを根本的に見直す事での改善を計るべ

きである。

しかし何よりも欲しいのは研究者，特に若

い人の“アメリカ何するものぞ，俺が新しい物

を開発し，人を集めて体系化し拡めてやる”と

いう心意気であり，それを醸成する組織であ

り，それを温かく見つめる伯楽である。

十勝農協連から相談を受けた際，次の様に

言った。

「人と基盤をし っかり揃える事です。飼料分

析は近赤外分析法の検討から始めなければな

りませんから数学と化学に強いという事がそ

の任にあたる人の最低必要条件です。 しかし、

分析値をただポイと手渡すのでは駄目です。

蛋白質なら，その成分値は異常なものではな

いかを見極める飼料 ・栄養等の素養も必要で

す。基盤としては適正なサンプリング法の確

立、乾燥．粉砕といった試料調整分野への作

業員の配置，分析とデータ処理へのアシスタ

ントの配箇が必要です」。

全く新しく始める事業であり既存の人とか

物はない。私もそうはいったものの最初から

完璧な形が整うとは思ってはいなかった。し

かし，暫くして出来上った体制を見て「やは

り民間は違うな、臨機応変だ」と思わせられ

た。分析室のチーフには20代後半の男を他分

野から引抜いて据え，その下に 2人の女性新

規学卒者を付け，他に数名のパート職員を支

援業務職員として配置した。建物・機材の整

備も併行し，同時に農協連内部及び傘下の十

勝の各市町村農協の支援態勢も整備された。

チーフは立派な才能の持主であり，何よりも

十勝の酪農と酪農家の為にという意欲に満ち

ていた。「試験場にもこの手の若者が欲しい，

人事交流が出来ないものだろうか」と当時よ

く考えたものである。ある局面，特に低迷か

らの転換を目指す時において，これと定めた

方向に向けて組織を整備し同時に人を配置し

て計画を推進してゆく様を十勝で見せて貰っ

t~ 
し一〇

ひるがえって，国公立の試験研究機関をみ

ると何かそこに｀じれったさ”と¥¥はがゆさ”

を感じる時が多い。危機の感得の仕方に大き

な違いがある様に思う。危機を予測し，内容

を分析し，陣を張り，攻撃する。軍の動きも

試験場の動きも同じで，風林火山と臨機応変

とは，その意味では同義である。

わが国の中には農業を取りまく危機を評論

家風に処理してしまう空気，あるいは，その

感得を避けたがる空気がないではない。

前線には，攻防空しく戦列から離れていく

多くの農家がある。

畜産技術 1992年 2月号 El) 



ジオカタストロフィ ヽ
最近，「ジオカタロストロフィ」という聞き

馴れない言葉が新聞，雑誌に登場するように

なった。「地球の破減」という意味であるが，

現代文明の先行きについての不安が社会に侵

入し始めている。

今から20年程前，「未来学」が祉の中に影響

力を持っていた一時期があった。経済の高度

成長時代であり，科学・技術の力によるバラ

色の将来像について，種々のモデル予測がな

されていた。科学・技術を信頼できる古き良

き時代であったと言える。

しかしその後，思いもかけない問題が次々

と起っている。①フロンガスによるオゾン層

の破壊，②化石燃料の大羅消費による地球の

温暖化，③先進国と発展途上国の経済格差の

拡大，④発展途上国の人口爆発などである。

20世紀の百年間に人口は 4倍増えただけなの

に，経済規模は20倍，エネルギー消費乱は25

倍になるとみられる。人口の増大は，環境悪

化に結びつく。貧しければ貧しい程，産む子

どもの数は多い。これを変えるには世界の最

貧層20%,10億人に年300ドル程度の所得を追

加できればよいとのことである。家族計画の

教育，普及が進み，避妊手段の利用が 2倍に

なれば，人口を21世紀末に100億ぐらいに抑え

ることができるようである。オゾン層を壊す

フロンガスは，冷蔵庫やエアコン，半荘体産

業などで使われている。メーカーはフロンガ

スが分解されにくいことを忘れていた。

20枇紀の科学・技術に立脚した文明は，近

視眼的なものであった。その技術が人問の欲

望を充たすと同時に，現在人間や地球に刃を

向けている。

科学・技術は，人類に大きな利益や安楽を

もたらすが，地球の査源を減らし，環境を損

R 畜産技術 1992年 2月号

ない，人間の欲望を限りなく増大させ，無蘭

の競争を生み出し，競争は疎外感や不安感を

もたらした。人間はその危険性に今気付き枯

めたのかも知れない。

人類は大脳の異常な発達によって科学 ・枝

術を生み出し，地球環境を変化させてきた。

それによって人類はやがて減びていくのか，

あるいは変化した地球環境に対応して生きせ

びるのか。 i 

最近の新聞記事によると，「人類は99年後の

2090年に滅亡する」という研究シナリオが学

者や文化人グループの手で発表された。こ/[J

シナリオを巡って」，世間を騒がすデマ」か「ま

っとうな予言」かが模擬裁判で争われた。見

象を陪審員にしたその評決は， 196対45の圧§

的多数が「人類滅亡派」だったそうだ。設者

の皆さんはどちらに組するのであろうか。

誰もが現代文明のあり方に不安を持ち，こ

のままでよいとは思ってはいない。しかし，

毎日の生活にまぎれて考える余裕を失ってい

る。立ち止って考える時期にきていると思う

人類には，今後の進むべき路についての選乳

能力が潜在的に備わっていることを信じたいl
今後の人間社会の文明において選択しな11

ればならない価値基準は，他者に対する顎

人間の限りない欲望の抑制である。この野

と抑制は，古来，キリスト教，仏教などの窟

教において，人の平安を得る上で重要である

といわれてきた。現代の文明は， これを忘れ

てきた。人間が自ら足るを知ることができL

ば，欲望に渇いた生活を克服することができ

るであろう。人の欲望をかきたてる方向に〗
んでいる社会経済は，いつ方向転換するのt

ろうか。

（知足
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平成 4年度伊藤記念財団助成応募要項

1. 助成の趣旨 ：闘伊藤記念財団は，食肉に関する

研究及ぴ調査を行って，畜産業及び食品産業の振

奥と国民食生活の安定に沢することを目的として

います。この目的を逹成するため， ‘杓成 4年度に

おいても，前年度に引き続き食肉の生産，処理，

加工罪に関する研究又は調査を行う大学等の研究

機関に対して助成を行います。

2 . 対象とする研究又は調査の範囲 ．

(1) 食肉の処理，加工・製造技術の向上に関する

研究又は調杏

(2) 食肉及び食肉製品の生産部門（効率的家畜の

生産，ただし家斎疾病・衛生，増殖・先端技術，飼

養飼料を含む。）への適用に関する研究又は調査

(3) 食肉及び食肉製品の栄役学的価値に関する研

究又は調杏

(4) 食肉及び食肉製品の流通に係る研究又は調査

(5) その他，助成の趣旨に照らして本財団が必要

と認めるボ項に係る研究又は調査

3 . 助成金額 ：平成 4年度の助成金頷は， 1性当た
‘ 

り概ね50万円以上， 500万円の範囲で，総頷6,000

万円程度です。

4 . 助成金の使途 ：研究又は調査の目的ならびに研

究又は調査の計画に照らして合理的な範囲としま

す。

5 . 応募方法 ：本財団所定の［廿紙で巾し込みをして

下さい。希望のご連絡があり次第， 巾請用紙をお

送りします。

6 . 応募締切日： 平成 4年 5月15日

7 . 選考決定通知 ：平成4年6月下旬までに行います。

8 助成対象者の義務 ：平成 5年 4月30日までに研

究報告得と助成金の使途についての収支報告許を

提出していただきます。研究成果報告書について

は，本財団の年次報告書等において公表する予定

です。その他の義務はありません。

財団法人伊藤記念財団

合 105 東京都港区虎ノ門5-3-20

仙石山アネ ックス501

(TEL 3434-1186, FAX 3434-1256) 

・--------------------------・-・-・------・-・・・・・・・・・・・・-・------・・------・・・------------------------------------------------------------------------------



スー／『ーアイミート
家畜生体肉質測定装讚

特長

①生体の体表から皮下脂肪の厚さ・筋間脂肪

の厚さ ・ロ ース芯面積を これまでにない精

度で測定し 各種産肉形質を正確に推定で

きます

②高性能で低コストです

電子リ ニア走査による超音波測定装置です

専用 ICなどの採用で高画質を得ることがで

き 小型・軽量（約IQkg,)なので容易に移慟

できます 各種機能が備えられ 周辺機器

への出力端子を備えています この高性能

装置を低価格でお届けします

③容易な操作性・専用探触子

流動パラフィンを塗り 家畜の体形に合わ

せて作られた探触子（牛・豚共用）をあてる

だけで 瞬時に産肉形質を測定できます

仕様●電子リ ニア走査各種機能付 ●専用探触子コ ー ド長3m

● AC I DOV 50/60Hz ●各種オプション有

FHI富士平工業株式会社 東京都文京区 本 郷 6丁目 11番 6号 〒Ill

電話東京(03)3812-2271ファクシミリ(03)3812-36
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·

多剤耐性乳酸球菌製剤

JCラントーJli敗
⑥家畜の腸管内での繁殖性や定雇性がよく 、乳酸産生にもすぐれてい

ます。

⑥腸内での大腸菌群やその他の有害細菌の増殖をおさえ、腸管の正常

なイ動きを維持します。

@抗生物質やサルファ剤と併用しても影響を受けることはありません。

常に安定した効果が期待できます。

（成 分）本品lg中、乳酸球菌(Streptococcusfaecalis BI0-4R)10竹固以上含有。

（使用方法）飼料 1トンあたり、本剤を500~1,000g (O. 05~0-l %)添加。

（包 装） 10 kg (1 kg X 10) ダンボールケース入




